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■各種統計について 

●国勢調査 

「人口及び世帯」に関する各種属性のデータを調べる「全数調査」です。国の最も重要

かつ基本的な統計調査として、統計法に基づき総務大臣が 10 年ごとに調査を実施する

こととされています。また、その中間の５年目に当たる年には簡易な方法で実施されて

います。 

●住宅・土地統計調査 

住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びにこれらに居住している世帯

に関する実態を把握する調査です。昭和 23年から 5年ごとに行われ、平成 25年住宅・

土地統計調査はその 14回目に当たります。 

平成 25 年住宅・土地統計調査は、平成 22 年国勢調査の調査区の中から一部の調査

区を抽出して行われたサンプリング調査で、集計結果は一定の乗率に基づいて推計した

ものです。そのため、地域別・項目別などの内訳を足し合わせたものと合計が一致しな

い場合があります。 

 

また、各統計の図表について、結果を四捨五入しているため、合計が 100％にならな

い場合があります。 

 

■「空き家」と「空家」の表記について 

北区空家等実態調査、北区空家等対策計画などの各種文書においては、「空き家」、「空家」、

「空家等」など、様々な表記が用いられていますが、本計画においては、原則として、「空

家等対策の推進に関する特別措置法」で用いられる「空家等」に統一して表記します。 

 

■改元に伴う年の表記について 

本計画では、原則として和暦を用いますが、改元から間もないことから、「令和」表記の

部分については、「令和 2(2020)年」のように西暦を併記します。 

 

■用語の解説 

 ※のついた用語は、巻末に解説を入れています。 
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第１章  
計画の策定にあたって 
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１. 計画策定の背景と目的 

（１）北区の住宅・住環境ニーズの変化 

北区は、平成５年３月に北区住宅マスタープランを策定して以来、基本理念である「誰

もが、安心して、生き生きと暮らし続けられる、ゆたかな住生活の実現」を目指して、

安全で良質な住まいの確保、安心居住の支援、住宅セーフティネットの構築など、社会

経済情勢に対応した住宅施策を展開してきました。 

しかし、現在、全国的に人口減少社会を迎える中、少子・高齢社会へのさらなる進展

と相まって、住宅確保要配慮者への対応や老朽化した大量のマンションストックの存在、

空き家の顕在化など、住宅を取り巻く環境は大きく変化しています。 

北区では、近年人口・世帯数は増加傾向にありますが、その後減少すると推計されて

います。今後の少子高齢社会の到来を捉え、子育てファミリー層や若年層の定住化、高

齢者等の安心居住、良質な住宅ストックの形成など、子供から高齢者まで安心して住み

続けられる施策展開が必要であり、世帯構成やライフスタイルの変化等により多様化す

る居住ニーズに対応する快適な住宅・住環境づくりが求められています。 

 

（２）国や東京都の住宅政策の動向 

国においては、平成 18年６月に「住生活基本法※」を制定し、平成 18年９月には国

民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画となる「住生活基本計画

（全国計画）※」を決定しました。その後は、平成 23年 3月、平成 28年 3月の 2度

にわたって計画の大きな見直しが行われ、若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らす

ことができる住生活の実現、既存住宅の流通と空家等の利活用促進、住宅ストック活用

型市場への転換等を目指した住宅政策を展開しています。 

東京都においては、平成 29年３月に「東京都住宅マスタープラン」を改定し、「生涯

にわたる都民の豊かな住生活の実現」、「まちの活力・住環境の向上と持続」を住宅政策

の目指す方向としました。基本方針として掲げた「豊かな住生活の実現と持続」の下、

「既存ストックの有効活用」、「多様な主体・分野との連携」、「地域特性に応じた施策の

展開」の 3点に着目し、具体的な施策を推進しています。 

 

（３）計画策定の目的 

住宅・住環境を取り巻く状況の変化、国・東京都等における住宅政策の動向等に的確

に対応するため、まちづくりや福祉等関係部門が連携を図りながら、住宅施策を総合的

かつ計画的に推進する「北区住宅マスタープラン 2020」を策定します。   
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２. 計画の位置づけ 

本計画は、東京都北区住宅基本条例第 8条に基づいて策定するものであり、区全体の

政策展開を図る「北区基本構想」及び「北区基本計画」を上位計画とし、今後の住宅・

住環境整備等の基本的方向を定めた計画です。 

また、住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画）や「東京都住宅マスタープ

ラン」の内容と整合を図るとともに、都市づくりの方針を示す「北区都市計画マスター

プラン」や福祉等関連計画とも連携を図っていくものです。   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 主な北区関連計画 

・北区まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 

・北区都市計画マスタープラン 

・北区地域包括ケア推進計画 

・北区障害者計画/障害福祉計画 

 /障害児福祉計画 

・北区子ども・子育て支援計画 

・北区産業活性化ビジョン 

・北区環境基本計画    

・北区多文化共生指針 

             等 

 

 

 

北区住宅マスター

プラン 2020 

 

 

【令和 2(2020) 

 ～11(2029)年度】 

北 区 住生活基本法 

 

東京都住宅計画 

 

・東京都住宅 

マスタープラン 

(住生活基本計画) 

 

 

・地域住宅計画 

北区基本構想 

北区基本計画 

北 区 国・東京都 

 

全国計画 

・住生活基本計画 

(全国計画) 

 
整合 

連携 
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３. 計画の役割 

住宅・住環境に関する施策は、まちづくりにおいて中心的な役割を果たしています。住

宅の耐震性・安全性を確保するための支援や公営住宅の維持管理などのハード面に係る施

策から、定住促進や世帯の状況に応じた居住支援などのソフト面に係る施策まで、幅広い

分野にわたります。 

本計画は、「北区基本計画」で位置付けられた「北区の最重要課題」を基本とし、「３つ

の優先課題」の視点を踏まえて住宅・住環境に関する施策を検討・推進するための指針と

なるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 計画の期間 

本計画は、令和 2(2020)年度から令和 11(2029)年度までの 10年間を計画の期間

とし、社会情勢の変化等に応じて柔軟に見直しを行います。  

３つの優先課題 北区の最重要課題 

①  地域のきずなづくり 

②  子育てファミリー層・ 

若年層の定住化 

① 「地震・水害に強い安全・安心な 

まちづくりに全力」で取り組むこと 

② 「長生きするなら北区が一番」を 

実現すること 

③ 「子育てするなら北区が一番」を 

より確かなものにすること 

 

ハード面 

・住宅の耐震性・安全性の確保 

・公営住宅の維持管理 

・密集市街地の改善 

・老朽家屋の除却  など 

 

 

ソフト面 

・定住促進 

・世帯の状況に応じた居住支援 

・住宅セーフティネットの充実 

・住まいの情報発信 など 

 

北区住宅マスタープラン 2020 

住宅・住環境に関する施策 

住宅・住環境づくりの指針 
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第２章  
住まい・住環境の現状と課題 
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１. 住まい・住環境の現状 

住宅・住環境の各種統計データや住まいに関する意識調査、分譲・賃貸マンション実態

調査などにより、北区の住宅・住環境の現状を整理します。（各調査の概要については資料

編に記載） 

 

（１）人口と世帯の状況 

① 人口と世帯の推移 

総人口は、昭和40年（国勢調査）の452,064人をピークに減少していました

が、平成17年より再び増加に転じています。近年は増加傾向にあり、平成31年１月

１日現在の人口（住民基本台帳）は、351,976人となっています。北区人口推計調

査報告書によると、将来人口は令和10(2028)年の362,006人をピークに、令和

20(2038)年には356,691人へと減少すると推計されています。 

世帯数も増加傾向にあり、196,580世帯（平成31年１月１日現在）となってお

り、家族類型別にみると、「単身世帯」が最も多く50.5％となっています。また、

北区人口推計調査報告書によると、将来世帯数は令和10(2028)年の204,871世帯

をピークに、令和20(2038)年には203,823人へと減少すると推計されています。 

 

 

■人口・世帯数の推移 

 

〔資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）〕 
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■総人口の推移（推計値） 

 
〔出典：北区人口推計調査報告書（平成 30年 3月）〕 

■年齢 3区分別人口の推移（推計値） 

 

〔資料：北区人口推計調査報告書（平成 30年 3月）〕 

 

  

348,030









358,628






362,006     359,609
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35,531 42,811 40,366 

224,517 
235,366 227,784 
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83,829 88,541 

348,030 362,006 356,691 

20,954 25,719 30,518 

0

50,000
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200,000
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■総世帯数の推移（推計値） 

  

〔出典：北区人口推計調査報告書（平成 30年 3月）〕 

 

■世帯構成別世帯数の推移（推計値） 

 

〔資料：北区人口推計調査報告書（平成 30年 3月）〕 
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② 転出・転入の状況 

平成22年から27年にかけて、北区から転出した人は45,197人であり、転出先の

市区町村としては、東京都板橋区、埼玉県川口市、埼玉県さいたま市などが多くなっ

ています。また北区に転入してきた人は42,917人であり、転入元の市区町村として

は、転出先と同様東京都板橋区が最も多く、東京都豊島区、埼玉県さいたま市と続い

ています。 

 転出した人の年齢をみると、6 歳未満が 2,182 人、6～18 歳未満が 2,745 人で

あり、転出した人のうち 10.9%が 18歳未満となっています。 

 また、北区の定住率は 59.7%であり、特別区部平均より 1.2ポイント上回っています。 
 

■北区からの転出の状況         ■北区への転入の状況 

 （転出後の市区町村別）              （転入前の市区町村別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■定住率 

  

市区町村 転出者数 割合(%) 

都
内 

板橋区 3,210 7.1 

足立区 1,930 4.3 

豊島区 1,669 3.7 

荒川区 1,271 2.8 

文京区 945 2.1 

特別区その他 7,674 17.0 

都内他市町村 2,557 5.7 

都内計 19,256 42.6 

都
外 

埼玉県川口市 2,878 6.4 

埼玉県さいたま市 2,297 5.1 

埼玉県戸田市 934 2.1 

埼玉県その他 3,776 8.4 

神奈川県  2,889 6.4 

千葉県  2,617 5.8 

その他道府県 10,550 23.3 

都外計 25,941 57.4 

総計 45,197 100.0 
   

（年齢別）   

年齢 転出者数 割合(%) 
6歳未満 2,182 4.8 

6～18歳未満 2,745 6.1 
18歳以上 40,270 89.1 
総計 45,197 100.0 

 

〔資料：平成 27年国勢調査〕              〔資料：平成 27年国勢調査〕  

市区町村 転入者数 割合(%) 

都
内 

板橋区 2,598 6.1 

豊島区 1,769 4.1 

文京区 1,324 3.1 

足立区 1,252 2.9 

荒川区 994 2.3 

特別区その他 7,997 18.6 

都内他市町村 2,201 5.1 

都内計 18,135 42.3 

都
外 

埼玉県さいたま市 1,747 4.1 

埼玉県川口市 1,334 3.1 

埼玉県戸田市 367 0.9 

埼玉県その他 2,844 6.6 

神奈川県  2,839 6.6 

千葉県  2,362 5.5 

その他道府県 11,138 26.0 

都外計 22,631 52.7 

国外 2,151 5.0 

総計 42,917 100.0 
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※定住率：現住所もしくは区内に 5年間居住している区民の割合 

〔資料：平成 27年国勢調査〕 
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③ 高齢者人口の推移 

北区人口推計調査報告書では、高齢者人口（65歳以上）は令和15(2033)年以降に

増加に転じ、令和20(2038)年には88,541人になると推計されています。 

また、国勢調査によると平成12年以降特に65歳以上の単身世帯が大きく増加して

おり、平成27年には25,885世帯となっています。 

高齢者人口に占める単身高齢者の割合をみると、北区は29.8%となっており、特

別区部平均より2.8ポイント上回っています。 

高齢者世帯の割合は、高齢単身世帯が14.8%、高齢夫婦世帯が8.4%であり、どち

らの割合も増加傾向にあります。特別区部平均よりは高齢単身世帯が3.7ポイント高

く、高齢夫婦世帯は同じ割合となっています。 

 

■年齢 3区分別人口の推移 

 

〔出典：北区人口推計調査報告書（平成 30年 3月）〕 

 

■単身世帯数の推移 

 

〔資料：国勢調査〕 
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■23区別の高齢者人口に占める単身高齢者の割合 

 

〔資料：平成27年国勢調査〕 

 

■世帯構成別割合 

 

〔資料：平成27年国勢調査〕 
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④ 年少人口・子育て世帯の推移 

平成27年時点で、14歳以下の年少人口は総人口の10.0％となっています。ま

た、18歳未満の子どもがいる世帯は総世帯数の14.4％(6歳未満6.7％、6～17歳

7.7％)となっており、10年間でその割合は0.3ポイント減少しています。 

 

■年齢 3区分別人口構成比 

 

〔資料：平成 27年国勢調査〕 

■18歳未満の子どもがいる世帯の割合の推移 

 

※6歳未満の親族と 6～17歳の親族が両方いる場合は、「6歳未満の親族のいる一般世帯」として集計している 

〔資料：国勢調査〕  
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⑤ 障害者手帳所持者数の推移 

平成28年度末時点で、身体障害者手帳所持者は12,142人、知的障害者に交付され

る「愛の手帳」（東京都療育手帳）の所持者は2,218人、精神障害者保健福祉手帳所

持者は2,678人となっており、特に知的障害者、精神障害者数は年々増加しています。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 
※各年年度末時点の数値 

〔出典：第 5期北区障害福祉計画・第１期北区障害児福祉計画（平成 30年 3月）〕 

 

⑥ 外国人人口の推移 

外国人人口は、平成31年１月１日現在22,621人で区の人口の6.4％となっており、

平成12年の10,668人から2倍以上の人数になっています。 

 

■外国人人口の推移 

 

〔資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）〕 
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⑦ 借家に居住する世帯の状況 

平成30年現在、借家に居住する世帯のうち年間収入が300万円未満の割合が

41.0％と最も高く、東京都、特別区部平均と比べても、高い割合となっています。

また、借家に居住する世帯のうち19.6％は高齢者のみの世帯（高齢単身世帯と高齢

夫婦世帯）となっています。  
■借家世帯の収入階層別世帯割合 

 

〔資料：平成 30年住宅・土地統計調査〕  
■借家に居住する世帯 

 

〔資料：平成 30年住宅・土地統計調査〕    
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（２）住宅ストックの状況 

① 所有関係別建築着工の状況 

平成26年以降、毎年4,000戸以上の住宅建設があり、平成30年は4,733戸の住

宅建設がありました。 

所有関係別にみると、平成30年においては、貸家が2,529戸（53.4%）と最も多

くを占めています。また、持家が332戸（7.0％）、分譲住宅が1,654戸（34.9％）

となっており、持家と分譲住宅をあわせると住宅建設全体の41.9％を占めています。 

 

■所有関係別建築着工の推移 

 

〔資料：建築統計年報〕 

 

② 住宅の構造・耐震性 

平成25年度末現在、木造の耐震化率は61.9％、非木造の耐震化率は84.0％とな

っています。その一方、平成30年における築後40年以上（昭和55年以前）の古い

木造住宅は、木造全体の28.2%（13,630戸）となっています。 

 

■住宅の耐震化の現状 
単位：戸 

構造 
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A B A+B=C D   D/C 

木造 24,462 27,875 52,337 32,402 19,935 61.9% 

非木造 36,054 85,249 121,303 101,844 19,459 84.0% 

合計 60,516 113,124 173,640 134,246 39,394 77.3% 

〔出典：東京都北区耐震改修促進計画（平成 29年 3月改定）〕 
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■建築時期別住宅数 

 

〔資料：平成 30年住宅・土地統計調査〕 

 

③ 住宅の建て方 

総世帯のうち、平成27年現在、73.8％が共同住宅に住んでおり、10年間で2.8ポ
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■建て方別世帯数の推移 

 

〔資料：国勢調査〕   
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④ 住宅の所有関係別の状況 

平成30年現在、住宅の所有関係別の状況は、持ち家が36.9％、公営の借家が6.4％、UR

（公団）・公社の借家が6.3％、民営借家が42.4％、給与住宅※が3.2％となっています。 

世帯の型別に借家に居住している世帯数をみると、65歳以上の単身世帯（高齢単身

世帯）では59.4％と半数以上が借家に居住しており、高齢単身世帯のうち民営借家に

住む割合は28.6%となっています。 

3人以上の世帯でも、最も年齢の高い子どもが3歳未満の世帯で67.7%、3歳から5

歳未満の世帯で60.5％となっており、未就学の子どもを持つ世帯の半数以上が借家に

居住しています。 

 

■所有関係別住宅数の推移 

〔資料：住宅・土地統計調査〕 

 

■世帯の型別所有関係 
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⑤ 住宅の規模（居住面積水準） 

平成30年現在、最低居住面積水準※未満の世帯は24,930世帯（全世帯の13.7%）

となっています。最低居住面積水準未満の世帯を所有形態別にみると、民営借家（非

木造）が62.1%と多くなっています。 

また、18歳未満の子どもがいる世帯のうち、最低居住面積水準未満の世帯は890世

帯（18歳未満の子どもがいる世帯の4.7%）となっており、95.3％は最低居住面積水

準以上になっています。最低居住面積水準未満の割合は、平成25年では8.2％であっ

たことから、５年間で3.5ポイント解消されています。 

高齢者のみの世帯（高齢単身世帯と高齢夫婦世帯）のうち、最低居住面積水準未満

の世帯は5,250世帯（高齢者のみの世帯の13.1%）となっており、86.9％は最低居

住面積水準以上になっています。 

 

■所有形態別最低居住面積水準未満世帯の状況 

 

 

■18歳未満の子どもがいる世帯の最低居住面積水準および誘導居住面積水準未満世帯率の状況 

 

 

■高齢者のみの世帯の最低居住面積水準および誘導居住面積水準未満世帯率の状況 
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⑥ 高齢者等のための設備の整備状況 

高齢者等のための設備の整備状況をみると、設備がある住宅は49.5%となっており、

5年間で0.3ポイント上昇しています。 

 

■高齢者等のための設備の整備状況 

 
※高齢者等のための設備：下記のいずれかに 1つ以上該当する住宅を「あり」としている 

「手すりがある」「またぎやすい高さの浴槽」「廊下などが車いすで通行可能な幅」 

「段差のない屋内」「道路から玄関まで車いすで通行可能」 

〔資料：住宅・土地統計調査〕 

 

⑦ 借家に居住する子育て世帯の家賃負担 

借家に居住する18歳未満の子どもがいる世帯の家賃負担をみると、100,000～

150,000円未満が42.4％と最も多くなっています。また、100,000円未満の世帯は

37.4%となっており、特別区部平均より2.5ポイント高くなっています。 

 

■借家に居住する 18歳未満の子どもがいる世帯の家賃負担 

 

〔資料：平成 30年住宅・土地統計調査〕  
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⑧ 空家等の状況 

平成28年に行われた北区空家等実態調査においては、空家等※と判断した建築物は

1,278棟とされています。また、空家等のうち木造が全体の９割以上を占め、旧耐

震基準の空家等が全体の84.5％を占めました。 

一方で、北区空家等実態調査による、老朽度・危険度判定の結果、空家等のうち約

87％が再利用可能であるとされています。 

また、住宅・土地統計調査（平成30年）によると、区の空き家の半数以上は市場

に出回っていない「その他の住宅」となっています。 

 

■空家等と判断した建築物の構造種別と耐震基準 

 ●構造種別              ●耐震基準 

   
〔資料：北区空家等実態調査（平成 28年度）〕 

 

■空家等の老朽・危険度総合判定評価別棟数 

判定 判定基準 棟数 割合(%) 

A 小規模の修繕により再利用が可能 300 23.5 

B 
維持管理が行き届いておらず損傷も見受けられるが、多少の改修

工事により再利用が可能 
812 63.5 

C 
ただちに損壊や建築資材の飛散等はないが、維持管理が行き届い

ておらず、損傷が激しい 
149 11.7 

D 
倒壊や建築資材の飛散等の可能性があり、緊急度が高く解体等の

是正が必要と思われる 
17 1.3 

合計 1,278  

 

〔資料：北区空家等実態調査（平成 28年度）〕 

 

■空き家の内訳 

  

木造

1,206

94.4%

非木造

72

5.6%

〔資料：平成30年住宅・土地統計調査〕 

旧耐震基準

1,080

84.5%

新耐震基準

198

15.5%

二次的住宅

0.5%

賃貸用の住宅

41.3%

売却用の住宅

2.6%

その他の住宅

55.6%
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⑨ 公的賃貸住宅※の状況 

北区の公的賃貸住宅は、北区、東京都、都市再生機構、住宅供給公社が管理主体と

なっており、平成31年3月末現在104団地27,685戸供給しています。総世帯数に対

する公的賃貸住宅供給率を特別区部でみると、16.2％と江東区に次いで高くなってい

ます。 

北区が管理している公的賃貸住宅は、直接供給する区営住宅※、借上げ住宅である区

民住宅※、シルバーピア※があり、26団地947戸となっています。区営住宅について

は、「北区公営住宅のストック活用及び長寿命化計画」（以下、「長寿命化計画」という。）

に基づき、適正な管理として耐震補強や設備改善等を実施し、建替え整備については

既存の建物の長寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減につながる建替え計

画を進めています。 

 

■北区に立地している公的賃貸住宅数 

管理主体 住宅の種類 団地数 戸数 

北区 

区営住宅 13 620 
区民住宅 1 40 
シルバーピア 12 287 

計 26 947 

東京都 

都営住宅 

51 

13,015 

シルバーピア 115 
都民住宅(都・公社施行公社借上) 353 
都民住宅(指定法人管理型) 11 176 

計 62 13,659 
都市再生機構 - 12 12,068 
住宅供給公社 - 4 1,011 

 
 

■23区別総世帯当たり公的賃貸住宅供給率 

  

1.7

1.9

1.9

2.0

2.1

2.8

3.0

3.9

4.2

4.6

4.8

5.0

6.5

6.7

8.0

8.7

9.1

9.1

10.2

11.0

15.2

16.2

18.3

7.0

0% 5% 10% 15% 20%

台東区
文京区
目黒区
豊島区
杉並区
中野区
渋谷区
大田区
世田谷区
千代田区
品川区
新宿区
荒川区
練馬区
港区

江戸川区
墨田区
板橋区
葛飾区
中央区
足立区
北区
江東区

特別区部

〔資料：住宅課 

（平成 31年 1月現在） 

    都市再生機構 

（平成 31年 3月末現在）〕 

〔資料：「東京都都市整備局『事業概要 平成 29 年版』 

（公的賃貸住宅戸数：平成 29 年度末現在）」 

「平成 27 年国勢調査（一般世帯数）」を基に作成〕 
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（３）地域の取組み 

① 木造住宅密集地域の改善 

十条駅周辺地区、志茂地区などの木造住宅密集地域を「燃え広がらない・燃えない

まち」へと改善を図るため、木密地域不燃化10年プロジェクト（東京都）による不

燃化推進特定整備地区（不燃化特区）の指定を受け、密集事業など重点的・集中的な

取組みを進めています。 

 

■不燃化特区事業個所図（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 震災・水害への対策 

震災対策として、避難場所の見直し、帰宅困難者対策、震災復興マニュアルの作成

などを行っています。 

また、「東京都北区洪水ハザードマップ～荒川が氾濫した場合～」の作成など、水

害発生時に区民が自主的に安全かつ円滑な避難行動を取れるよう、取組みを進めてい

ます。 

 

■東京都北区洪水ハザードマップ～荒川が氾濫した場合～浸水深改定版（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

  〔出典：まちづくり推進課、 

十条まちづくり担当課 

（平成 29年 4月）〕 

〔出典：道路公園課  

（平成 29年 5月）〕  
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③ 商店街の状況 

北区には81の商店街（令和元年6月現在）があり、日常の買い物等において区民の

生活の支えとなっています。現在の商店街が抱える課題として、「個店の後継者問題」

「商店会組織の人材問題」「来街者の減少」等の問題が挙げられており、将来的な商

店街の継続と、地域住民のコミュニティの場や日常生活への影響が懸念されます。 

「北区産業活性化ビジョン」では、「商業・サービス業」の目指す姿として「個店

の魅力づくりから地域に不可欠な商店街へ」が掲げられており、商店街の新たな魅力

づくりに取組んでいます。 

 

■商店街としての現在の課題 

複数回答 母数=60       

 

〔出典：北区産業活性化ビジョン基礎調査（平成 28年 11月）アンケート〕 83.3

66.7

65.0

48.3

43.3

23.3

23.3

21.7

20.0

13.3

11.7

10.0

6.7

3.3

1.7

1.7

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

個人の後継者問題

商店街組織の人材問題

来街者の減少

会員の意欲の低下

生鮮食品店の減少

大型店の進出

客の高齢化への対応の遅れ

商店街未加入店舗の増加

空き店舗の増加

自転車放置問題

チェーン店の増加

開発等による環境の変化

近隣住民の理解・協力不足

その他

治安の悪化

外国人旅行者への対応

特に問題はない
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（４）住まい・住環境に関する意向、北区の住宅地としてのイメージ 

① 住まいの満足度                   （区内居住者意識調査） 

現在の住まいについて、「プライバシー」「日当たりや風通し」「総合的な評価」

において満足度が高くなっています。 

 

■住まいの満足度 

 
 

② 周辺環境の満足度                  （区内居住者意識調査） 

住まいの周辺環境について、特に「通勤・通学の利便性」「診療所や病院などの医

療機関への便利さ」「日常の買い物の便利さ」「子育てしやすい環境」については満

足度が高くなっています。 

また、「火災時の安全性」や「まちなみの美しさや景観」については、他の回答と

比較して満足度が低くなっています。 

 

■周辺環境の満足度 

 

25.6

23.1

18.7

21.7

25.6

23.4

15.4

30.4

26.0

22.5

17.7

17.9

10.0

17.7

13.0

43.4

42.7

33.2

38.9

43.3

45.7

31.4

41.4

50.2

44.1

42.5

47.3

43.8

39.1

60.5

22.4

24.5

31.3

25.4

20.4

23.1

25.1

18.3

17.4

23.5

26.7

24.0

30.1

23.8

19.4

8.6

9.7

16.8

14.0

10.7

7.8

28.1

10.0

6.5

9.9

13.1

10.8

16.1

19.4

7.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住宅の広さ

間取り・部屋数

収納スペース

建物の老朽度

便所・浴室

台所の水回り等

庭の有無、広さ

日当たりや風通し

プライバシー

住宅に要する費用（ローンや家賃）

遮音性や断熱性

耐震性や耐久性

構造や設備等の高齢化・障害者への対応

駐車・駐輪スペース

総合的な評価

満足 まあ満足 やや不満 不満

18.6

20.6

17.2

18.6

15.1

10.1

15.1

35.7

30.3

23.9

16.9

14.9

9.0

6.9

8.5

46.9

53.7

47.2

50.2

50.6

43.0

51.4

52.5

48.6

55.4

48.6

63.0

48.4

56.3

70.1

23.9

19.0

25.6

23.0

28.0

34.7

26.0

9.8

16.3

17.0

28.0

19.3

33.4

28.7

18.2

10.6

6.8

10.0

8.3

6.3

12.3

7.5

2.1

4.7

3.6

6.4

2.8

9.2

8.1

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

騒音・振動

近隣の樹木や生垣、街路樹等の緑

建物のこみぐあい

前面道路の幅

周囲の道路の安全性

火災時の安全性

公園・広場・子どもの遊び場などの公共空間

通勤・通学の利便性

日常の買い物の便利さ

診療所や病院などの医療機関への便利さ

集会施設や図書館・スポーツ施設などへの便利さ

子育てしやすい環境

まちなみの美しさや景観

近隣づきあいや地域の連帯感

総合的な評価

満足 まあ満足 やや不満 不満
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③ 今後の住まい方                   （区内居住者意識調査） 

今後の住まいについて、全体では「現在の住まいに住み続けたい」方が44.2%を

占めていますが、子育て世帯では33.3%と全体より少なくなっています。 

住み替える際に重視する点では「手頃な価格で適切な住宅があること」が43.1%と

最も多く、次いで「間取りや広さが希望したものであること」34.0%、「日常の買い

物に便利なこと」32.8%となっています。 

高齢期の住まいについては、「別の住まいに住み替えたい」と答えた人が約半数を

占めており、高齢期の住まいの住宅形態としては、「サービス付き高齢者向け住宅※」

が最も多く挙げられています。 

親や子ども（の世帯）との暮らし方として「歩いて行ける程度の近い場所で、別々

の住宅で暮らす」が37.0％で最も多くなっており、親世帯、子ども世帯が近居でき

る住環境整備が求められています。 

 

■世帯構成別今後の住まいについて 

 

 

■住み替える際に重視する点                      n=476 

 

44.2

38.8

43.8

33.3

60.0

52.9

35.6

36.2

36.9

39.3

30.0

32.8

13.3

16.5

12.9

16.7

6.7

9.7

6.9

8.5

6.5

10.7

3.3

4.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

単身（１人）

夫婦のみ（２人）

親と子ども（18歳未満）

3世代

その他

現在の住まいに住み続けたい 当分は住み続けるが将来はわからない

いずれは住み替えたい 住み替える予定である

43.1

34.0

32.8

31.1

29.8

21.6

18.9

14.1

12.6

10.7

9.9

5.3

4.4

4.0

2.9

2.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

手頃な価格で適切な住宅があること

間取りや広さが希望したものであること

日常の買い物に便利なこと

治安が良いこと

通勤・通学に便利なこと

公共交通機関が充実していること

診療所や病院などの医療機関に近く便利なこと

災害に強いまちであること

緑や空気など自然環境が良いこと

高齢者 障害者向け福祉施設が充実していること

子育て・教育がしやすい環境であること

まちのイメージや雰囲気が良いこと

まちなみが美しく景観が良いこと

親戚や知人などが近くにいること

文化・        施設等に近く便利なこと

その他
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■高齢期の住まいについて     n=840 

  

■高齢期の住まいとして希望する住宅形態                              n=389 

 

 

■親や子どもとの暮らし方について                  n=879  

   

別の住まいに

住み替えたい

46.7%

現在の住まいに

住み続けたい

53.3%

24.7

13.6

12.6

11.8

9.3

8.0

5.7

5.7

4.1

4.6

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

サービス付き高齢者向け住宅

一戸建の持ち家（新築で購入または建替え）

区営住宅・区民住宅・都営住宅

分譲マンション（中古で購入）

老人ホームなどの施設

分譲マンション（新築で購入または建替え）

一戸建の持ち家（中古で購入）

民間の賃貸住宅

ＵＲ・公社の賃貸住宅

その他

37.0

17.3

13.9

11.3

10.6

8.6

1.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

歩いて行ける程度の近い場所で、別々の住宅で暮らす

遠く離れてもかまわないので、別々に暮らす

同じ住宅で一緒に暮らす

同じ敷地内にある別々の住宅で暮らす

同じ区内で、別々の住宅で暮らす

親や子どもはいない

その他
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④ 町会への加入                    （区内居住者意識調査） 

町会への加入率は61.9％となっています。現在の居住形態別にみると、「一戸建の

持ち家」では加入率が9割近いのに対し、「民間の賃貸住宅」では加入率は2割弱にと

どまっています。 

 

■現在の居住形態別町会への加入状況 

   

20.6

32.0

11.1

13.2

46.6

5.2

16.7

41.3

57.5

47.8

47.2

31.5

13.7

37.5

4.7

1.5
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3.4
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34.0

8.2
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3.1 

11.7 

5.7 

12.3 

22.2 

18.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

総数

一戸建の持ち家

分譲マンション

ＵＲ・公社の賃貸住宅

区営住宅・区民住宅・都営住宅

民間の賃貸住宅

その他

加入しており、活動に参加している 加入しているが、活動には参加していない

加入したいが、機会や方法が分からない 加入していないし、必要性も感じない

その他 わからない
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⑤ 北区の住宅地としてのイメージ     （区外居住者意識調査・ワークショップ） 

区外居住者における北区の住宅地としてのイメージについて、「通勤・通学に便

利」や「日常の買い物が便利」が多く挙げられていますが、約4割の方は「特に持っ

ているイメージはない」と回答しています。 

また、区内居住者を対象としたワークショップにおいても、より住みやすい地域に

するために区との協力が必要なこととして、「情報発信・PR」などの内容が多く挙げ

られています。 

 

■北区の住宅地としてのイメージ                                  n=700 

 

 

⑥ 住まいを取り巻く地域の環境について         （区内居住者意識調査） 

区の住まいを取り巻く地域の環境についての要望として、「街灯や防犯に関する整

備」が約4割と最も高い値を示しています。 

 

■住まいを取り巻く地域の環境についての要望                 n=880 
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通勤・通学に便利

日常の買い物が便利

手頃な価格で適切な「分譲マンション」がある

手頃な価格で適切な「賃貸住宅」がある

公共交通機関が充実している

公的住宅が多く立地している

手頃な価格で適切な「戸建住宅」がある

緑や空気など自然環境が良い

子育てしやすい環境である

住んでみたいまちである

医療機関が充実している

まちのイメージや雰囲気が良い

高齢者、障害者向けの福祉施設が充実している

文化・レクリエーション施設が充実している

教育環境が良い

まちなみが美しく景観が良い

若者が多く住んでいる

40.8

30.7
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28.8

27.3

21.3

17.0

15.5
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14.8

13.8

8.2

3.3
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街灯や防犯に関する整備

子どもを安心して育てられる環境づくり

商店街など中心市街地の活性化

水害などの自然災害の対策

災害時の避難路の確保

道路や施設などの段差解消

バスなどの公共交通機関の充実

地域にふさわしいまちなみや景観づくり

生活道路の整備や拡張

公園・緑地の整備

空家等の適正な管理

住民主体の住まい・まちづくり活動への支援

その他
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（５）マンションの実態 

① 分譲マンションの管理体制            （分譲マンション実態調査） 

管理状況として、設備点検や入居者対応などをすべて管理会社に委託しているマン

ションが全体の69％あり、一部委託を含めると全体の88％となっています。 

分譲マンション管理上の問題としては、「管理組合の役員のなり手がいない」が

39％と最も多く、次いで「管理に対して非協力的な住民がいる」が27％となってお

り、管理体制の構築についての問題が多く挙げられています。 

 

■分譲マンションの管理会社への委託の状況 

n=100 

 

 

■分譲マンション管理上の問題 

n=100  

   

69.0

19.0

10.0

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

管理会社にすべて委託している

管理会社に一部委託している

委託はしていない（自主管理）

無回答

39.0

27.0

23.0

18.0

14.0

7.0

7.0

7.0

3.0

1.0

8.0

27.0

4.0

0% 10% 20% 30% 40%

管理組合の役員のなり手がいない

管理に対して非協力的な住民がいる

区分所有者が住んでおらず、

賃貸化されている住戸がある

役員の知識や経験不足のため

管理業務に十分対応できない

管理費、修繕積立金等の滞納が解消されない

管理規約の内容が十分でない

役員が多忙で管理業務に十分対応できない

管理会社や管理人が十分に対応できていない

管理会社への委託業務の内容が不明瞭である

管理費、修繕積立金等の口座が

管理会社や代行名義なので不安である

その他

特にない

無回答
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② 改修工事、長期修繕及び建替えの検討（分譲マンション実態調査・賃貸マンション実態調査） 

73.0％の分譲マンションで、長期修繕計画が立てられており、大規模修繕への対応

は進んでいますが、建替えについては、87.0%が「当分検討する必要はない」として

います。しかし、アンケートの回答があった分譲マンションのうち、旧耐震基準（昭

和55年以前に建設）のものが25.0%あり、老朽化への対応が進んでいないと考えら

れます。 

また、賃貸マンションにおいても、過去に耐震改修を実施していないマンションが

7割以上あり、その理由は「新しいので必要ない」を除くと「費用の不足」が最も多

くなっています。 

 

■長期修繕計画の作成状況（分譲マンション実態調査） 

n=100    

 

 

■分譲マンションの建替えについて    ■分譲マンションの建築年 

（分譲マンション実態調査）       （分譲マンション実態調査） 

      n=100                     n=100 

    

73.0

10.0

3.0

2.0

1.0

4.0

3.0

4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

作成している

何年後にどのような工事が必要でいくら位

かかるかなど、簡単な見通しは行った

現在作成中または作成の予定がある

作成しようとしたができなかった

作成を検討したことがない

その他

分からない

無回答

昭和45年以前

4.0%

昭和46年～

55年

21.0%

昭和56年～

平成2年

25.0%

平成3年～7年

8.0%

平成8年～

12年

11.0%

平成13年～

17年

14.0%

平成18年～22年

4.0%
平成23年

以降

11.0%

当分検討する

必要はない

87.0%

近く検討する予定

2.0%

かつて検討したが進んでいない

・現在検討中

0.0%
その他

9.0%

無回答

2.0%
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■賃貸マンションの耐震改修の有無   ■耐震改修を実施しない理由 

（賃貸マンション実態調査）       （賃貸マンション実態調査） 

                n=499                         n=358    

 

 

 

 

③ 賃貸マンションの住宅セーフティネットへの対応  （賃貸マンション実態調査） 

賃貸マンション所有者が、住宅確保要配慮者※を、自身が経営する賃貸マンション

へ受け入れることについては「受け入れるつもりはない」が53.7％、「空室が生じ

れば受け入れていきたい」が29.2%となっています。 

 

■住宅確保要配慮者を、自身が経営する賃貸マンションへ受け入れることについて 

n=479 

   

実施した

3.2%

実施していない

70.9%

無回答

25.9%

受け入れる

つもりはない

53.7%

空室が生じれ

ば受け入れて

いきたい

29.2%

積極的に受け入れ

ていきたい

2.7%

無回答

14.4%

新しいので

必要ない

50.0%

費用の不足

16.1%

知識の不足

10.7%

業者の選定

が難しい

8.2%

相談相手が

いない

3.1%
無回答

11.9%



32 

 

２. 住まい・住環境を取り巻く課題 

「住まい・住環境の現状」をみると、北区では、古い木造住宅が多い、子育て世帯

の定住意向が少ない、高齢の単身世帯が増加している、住宅確保の支援をすべき世帯

が増加している、北区の住宅地についてイメージを持っていない区外居住者が多いな

どの様々な現状が明らかとなりました。 

これらの内容を踏まえ、多岐にわたる住まい・住環境を取り巻く課題について、下

記の 5項目に整理します。 

 

 

（１）安全・安心な住まい 

 

 

 

 

 

 

 

（２）子育て世帯の定住 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・木造住宅密集地域をはじめとした木造住宅の耐震化率向上や防火性の確保 

・増加している空家等の利活用や適正管理、空家等の増加の予防 

・北区の主要な居住形態である共同住宅で、安心して住み続けるための適切な維持

管理 

・今後も区民が安心して暮らせるような、防災や防犯、環境に係る取組み 

 

・18 歳未満の子どもがいる世帯における最低居住面積水準※未満の割合の減少と

誘導居住面積水準以上率の向上 

・北区の子育て環境のより一層の向上と、区内外への情報発信 

・住み替え意向を持つ子育て世帯の定住化 

・ライフステージに応じた住み替えや、親世帯と近居できる環境整備 

 

図挿入予定 
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（３）高齢者の居住の継続 

 

 

 

 

 

 

 

（４）住宅確保要配慮者※への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）魅力ある住環境の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

・単身世帯が増加している高齢者の地域での居住継続 

・賃貸物件の所有者に対し高齢者が住みやすいようなリフォームを促すなど、借家で

高齢者が住み続けられるための取組み 

・公的住宅※におけるバリアフリー化の推進 

・住み替えや子ども世帯との近居など、高齢期の生活状況に合わせた住宅の確保 

・借家に居住する世帯のうち約 4 割となる年間収入が 300 万円未満の世帯や、所

得に関わらず希望する賃貸住宅に居住することが難しい高齢者、障害者世帯等の

状況把握と住宅確保の支援 

・増加傾向にある外国人や障害者とのコミュニティ形成などの住環境づくりや、住

宅確保のサポート 

・区営住宅※における、福祉施策との連携や住宅セーフティネットの構築、住宅困窮

度が高い世帯の居住安定のより一層の推進 

・交通利便性や生活利便性等の住環境の一層の向上 

・将来的な商店街の継続と、それに伴う地域住民のコミュニティの場や日常生活へ

の影響への対応 

・区外居住者に対する、北区の住宅地としてのイメージづくりや、住宅地としての

魅力の効果的な情報発信 

・住みたくなるまちなみになるような景観づくりの誘導や、景観形成にかかわる区

民の自主的な取組みの推進 

 

図挿入予定 
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35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  
基本理念・基本目標 
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１. 基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章の「住まい・住環境を取り巻く課題」を踏まえると、高齢者世帯、障害者世帯、

子育て世帯など多様な世帯が安心して住み続けられる地域社会を形成する更なる取組みが

必要であると考えられます。 

これらの取組みは、「北区住宅マスタープラン 2010」における基本理念とも合致してお

り、これまでの住宅政策を継続していくことが必要であることから、「北区住宅マスタープ

ラン 2010」の基本理念である「誰もが、安心して、いきいきと暮らし続けられる、ゆた

かな住生活の実現」を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯など

多様な世帯が安心して住み続けられる地

域社会形成への更なる取組みが必要 

「北区住宅マスタープラン 2010」の基本

理念を継承しこれまでの住宅政策を継続

していくことが必要 

誰もが、安心して、いきいきと暮らし続けられる、 
ゆたかな住生活の実現 

（１）安全・安心な住まい 

（２）子育て世帯の定住 

（３）高齢者の居住の継続 

（４）住宅確保要配慮者 

への支援 

（５）魅力ある住環境の形成 

住まい・住環境を取り巻く課題 基 本 理 念 

誰もが、安心して、 
いきいきと暮らし続けられる、 

ゆたかな住生活の実現 
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２. 基本目標 

 基本目標については、「住まい・住環境を取り巻く課題」に対応し設定することで、北区

の特性や魅力を活かした住まい・住環境づくりを進めていきます。 

 

 

 

既存住宅の有効活用や適切な維持管理、居住面積や耐震性など適切な質の住宅供給を進

めるとともに、防災性・防犯性を高め、省エネ対策、緑化を進めるなど、安全・安心で良

質な住まいを確保します。 

 

 

 

就職や結婚・出産等のライフステージに応じて、適切な住宅へ住み替えられるよう、生

活スタイルに合った住宅の確保や定住促進の取組み、教育・子育て支援の総合的な取組み

をとおして、子育てファミリー層・若年層が住み続けたいと思える住環境を形成します。 

 

 

 

今後増加することが予想される高齢者に対し、日常の生活がしやすい住宅の改善・供給

や、地域全体で支える仕組みを整えることで、住み慣れた地域で暮らし続けられる住環境

を形成します。 

 

 

 

住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者、高齢者、障害者、子育て

世帯、外国人等の住宅確保要配慮者※に対し、公営住宅の整備等を含む住宅確保の支援や、

様々な世帯に応じた暮らしの支援を実施することで、誰もが安心して暮らせる住宅を確保

できる環境を実現します。 

 

 

 

北区の地域特性と、生活環境の利便性など住宅地としての魅力を踏まえ、コミュニティ

の形成や居住環境の向上、区の魅力を区内外へ発信するなど、区の活力を高める魅力ある

住環境を形成します。   

   基本目標１ 安全・安心で良質な住まいの確保 

   基本目標２ 子育てファミリー層・若年層が定住できる住環境づくり 

   基本目標３ 高齢になっても暮らし続けられる住環境づくり 

   基本目標４ 誰もが安心して居住できる住環境づくり 
   基本目標５ 北区の活力を高める魅力ある住環境づくり 
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３. 施策の体系       
 

 

   

誰
も
が
、
安
心
し
て
、
い
き
い
き
と
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
、 ゆ

た
か
な
住
生
活
の
実
現 

基本理念 基本目標 
  基本目標１ 
安全・安心で良質な住まいの確保 

   基本目標２ 
子育てファミリー層・若年層が 
定住できる住環境づくり 

   基本目標３ 
高齢になっても暮らし続けられる 
住環境づくり 

   基本目標４ 
誰もが安心して居住できる 
住環境づくり 

   基本目標５ 
北区の活力を高める魅力ある 
住環境づくり 
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住宅施策の方針 施策 
長く住み続けられる住宅の供給 

 

民間住宅の耐震性・安全性の確保 
 

空家等対策の推進 
 

安全・安心な地域づくり 
 

まちづくりと一体となった良質な

住宅の供給 
 

みどり豊かで地球環境に貢献する

やすらぎの住まいづくり 
 

子育て世帯の住宅の確保 
 

子育て世帯・若年層の定住促進 
 

子ども・家庭への支援との連携 

 

高齢者世帯の住宅の確保 
 
 

高齢者世帯の居住継続の支援 
 

高齢者世帯等の生活の場の確保 
 
 

公営住宅の供給・維持管理 
 
福祉等との連携による居住支援 
体制の整備 

 

障害者世帯の居住継続の支援 
 

外国人との暮らしやすい環境づくり 
 
 

まちがいきいきとする住環境の 
維持向上 

 
 

魅力的な住環境の整備 
 
みどり豊かで地球環境に貢献する
やすらぎの住まいづくり【再掲】 

 

北区の住まいに関する情報の発信 

長期優良住宅の普及 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援 

木造住宅の耐震化支援 

マンションの耐震化支援 

分譲マンションの維持管理 

老朽家屋の除却支援 

管理不全空家等に対する措置 

空家等の利活用・適正管理等の促進 

木造住宅密集市街地の改善 

防災体制の整備・充実 

地域防犯活動の充実 

大規模住宅団地の建替え・団地再生 

市街地再開発事業等の促進 

持続可能な社会実現に向けた取組み 

まちなかにおける緑化の推進 

 
住宅セーフティネットの充実 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援【再掲】 

家庭の環境に応じた住み替え支援 

シティプロモーション・イメージ戦略の推進 

子ども・家庭への支援との連携 

 
公営住宅等の適切な整備 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援【再掲】 

住宅セーフティネットの充実【再掲】 

地域包括ケアシステムの構築 

高齢者世帯の住み替え支援 

家庭の環境に応じた住み替え支援【再掲】 

福祉施設の整備誘導 

高齢者世帯の住宅改修の支援 

 
区営住宅の設備の更新 

公営住宅等の適切な整備【再掲】 

住宅セーフティネットの充実【再掲】 

空家等の利活用・適正管理等の促進【再掲】 

障害者世帯の安定した住環境の整備 

福祉施設の整備誘導【再掲】 

外国人との円滑なコミュニケーションの促進 

外国人の地域社会への参加の促進 

 
利便性の高い総合的な交通体系の整備 

商店街の新たな魅力づくりの推進 

地域のきずなづくりの推進 

建替え・再生に伴う住環境整備 

地域特性等を踏まえた市街地再開発事業等の促進 

北区らしい景観の形成 

持続可能な社会実現に向けた取組み【再掲】 

まちなかにおける緑化の推進【再掲】 

区民主体の魅力発信 

シティプロモーション・イメージ戦略の推進【再掲】 
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第４章  
住宅施策の方針 
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 ５つの基本目標を達成するための、住宅施策の具体的な方針と施策について示します。 

 また、優先度を考慮した取組みを進めていく必要があることから、様々な住宅施策の中

から「重点的な取組み」を位置づけます。（「重点的な取組み」の詳細は第５章に記載） 

 

 

基本目標１ 安全・安心で良質な住まいの確保 
 

重点 住宅施策の方針 施策 

 
長く住み続けられる住宅

の供給 

長期優良住宅の普及 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援 

● 
民間住宅の耐震性・安全

性の確保 

木造住宅の耐震化支援 

マンションの耐震化支援 

分譲マンションの維持管理 

● 空家等対策の推進 

老朽家屋の除却支援 

管理不全空家等に対する措置 

空家等の利活用・適正管理等の促進 

● 安全・安心な地域づくり 

木造住宅密集市街地の改善 

防災体制の整備・充実 

地域防犯活動の充実 

● 
まちづくりと一体となっ

た良質な住宅の供給 

大規模住宅団地の建替え・団地再生 

市街地再開発事業等の促進 

 

みどり豊かで地球環境に

貢献するやすらぎの住ま

いづくり 

持続可能な社会実現に向けた取組み 

まちなかにおける緑化の推進 

 

●：重点的な取組み（詳細は第５章に記載） 

 

 

 

  

   基本目標１ 安全・安心で良質な住まいの確保 
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長く住み続けられる住宅の供給 
 
 

 近年、北区では毎年 4,000 戸以上の住宅建設がみられます。また、住宅の建設や改修

時には、長寿命化等に配慮した良質な住宅ストック形成が求められています。そのため、

「長期優良住宅」の認定制度の普及や、多世代にわたって長く住み続けられる住宅の整備

を支援します。 

 

 ◆長期優良住宅の普及 

 長期にわたり良好な状態で使用するために、構造及び設備について耐震性や耐久性な

ど一定の性能を満たす住宅を「長期優良住宅」として認定することで、良質な住宅の普

及を促進します。 
 

◆多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援 

子育てしやすい住環境の整備と世代間の共助を推進するため、高齢者や子育て環境等

に配慮した三世代同居のための住宅の建設、または改修に対して支援を行います。 

 

連   長期優良住宅 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅を「長期優良住

宅」として認定しています。長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの

金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。新築住宅に加え、

既存住宅の増築・改築を対象とした認定も行われています。 

 

●長期優良住宅の「認定基準」イメージ 

 

[出典：一般社団法人 住宅性能評価・表示協会] 
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民間住宅の耐震性・安全性の確保 
 
 

旧耐震基準の木造住宅等の耐震化を図るため、改修や建替えに対して助成することで、

災害に強い安全な住まい・住環境づくりを促進します。 

また、分譲マンション、賃貸マンションについても耐震化を促進するとともに、適正な

維持管理ができるよう支援することで、良質な住宅ストックの形成を図ります。 

 

◆木造住宅の耐震化支援 

大規模地震による木造住宅の倒壊を防ぎ、人命の安全を確保するため、耐震改修工事

にかかる費用の一部を助成し、安全で地震に強いまちづくりを目指します。 

また、木造住宅の耐震建替えについても助成し、耐震化率の向上を図ります。 
 

◆マンションの耐震化支援 

旧耐震基準の分譲・賃貸マンションについて、診断・設計・工事など耐震化にかかる

費用の一部を助成します。 
 

◆分譲マンションの維持管理の支援 

分譲マンションの管理に関する相談やセミナー等の実施により、管理組合や管理事業

者による適切な管理が図られるよう支援します。 

 

連   安心 R住宅 

耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住

宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅は、

「安心 R 住宅」として認定されます。基準を満たす既存住宅の広告

には、国が商標登録したロゴマークを付けられており、安心して購入

できる住宅の目印になっています。 

 

連   耐震基準 

昭和 56年 5月末まで適用されていた建物の構造の基準は一般的に「旧耐震基準」と呼

ばれ、以降に適用されている基準は一般的に「新耐震基準」と呼ばれています。 

 旧耐震基準は、震度 5強程度の揺れでも建物が倒壊

せず、破損したとしても補修することで生活が可能な

構造基準として設定されています。一方新耐震基準

は、震度 6強～7程度の揺れでも倒壊しないような構

造基準として設定されています。 

 旧耐震基準の住宅では特に、耐震診断等により自身

が住んでいる住宅が安全か把握することが重要です。  

[出典：東京都耐震化ポータルサイト] 
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空家等対策の推進 
  
新たな空家等の発生の抑制や管理不全を予防することで、問題の深刻化を防ぐとともに、

すでに周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等への的確な対応が重要です。 

総合的な対策の推進により、良好な住環境の形成、安全・安心なまちづくりを実現しま

す。 

 

◆老朽家屋の除却支援 

危険な老朽家屋の除却費用の一部を助成することにより、地震等の自然災害による被

害や管理不全な状態による事故等の防止を図り、区民が安全で安心して住める災害に強

いまちづくりを推進します。 
 

◆管理不全空家等に対する措置 

適切な管理が行われておらず、そのまま放置することが不適切な空家等に対して、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」や関係法令に基づき、迅速かつ的確な措置を

講じます。 
 

◆空家等の利活用・適正管理等の促進 

空家等の所有者などを対象とした講演会、専門家による個別相談や、所有者への支援

を行い、空家等に関する諸問題の発生を未然に防止するとともに、空家等の利活用や適

正管理、流通を促進します。 

 
 

安全・安心な地域づくり 
  
首都直下地震等や荒川の氾濫等の災害に備え、都市基盤の整備をはじめ、都市の防災機

能の向上を一刻も早く実現させる必要があります。そのため、老朽住宅や木造住宅密集地

域の解消に向け、国・東京都の動向にあわせ事業を展開する必要があります。 

さらに、災害は地域全体の課題であることから、自主防災組織だけでなく、地域の様々

な団体との連携を進めます。また、地域における安全・安心な防犯環境の整備と地域防犯

力の向上を図ります。 

 

◆木造住宅密集市街地の改善 

建築物の耐震化や不燃化、主要生活道路の整備、オープンスペースの確保などを進め、

地域の課題改善に努めます。また、地域住民と区で話し合いながら、実情に応じた地区

計画などのまちづくりのルールを定め、災害に強いまちへ計画的に誘導していきます。 
 

◆防災体制の整備・充実 

自主防災組織の育成や装備の充実を図るとともに、関係機関と連携し、災害時におけ

る要配慮者を含む区民の安全確保への取組みを推進します。 
 

◆地域防犯活動の充実 

子どもへの防犯教室や高齢者向けの振り込め詐欺に関する講話をとおして、防犯意識

の向上を図ります。また、防犯カメラの設置に関する助成や防犯パトロール活動への支

援を充実させ、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。  
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まちづくりと一体となった良質な住宅の供給 
  
市街地再開発事業や団地建替えを中心とした、住宅市街地総合整備事業等の面的なまち

づくりの機会を生かし、良質な住宅の供給につなげます。 

区内の大規模住宅団地の建替えについては、施設等の計画的な更新及び地域や団地の特

性に応じた取組みを進めます。 

 

◆大規模住宅団地の建替え・団地再生 

都市再生機構赤羽台団地や都営桐ケ丘団地などの大規模住宅団地の建替えにあたって

は、従前の居住者が引き続き快適に暮らせるよう配慮するとともに、多様な世代にとっ

て魅力ある良質な住宅を供給していくよう関係機関に求めていきます。 

また、団地開発から年月が経過し、建物の老朽化と居住者の高齢化が同時に進行して

いることから、団地の規模を生かした生活利便施設や子育て・高齢者世帯等の支援施設

など、地域にとって必要な機能を備えた拠点として再生を図れるよう関係機関と連携を

進めます。 

 

◆市街地再開発事業等の促進 

北区の交通利便性を生かし、都市中心拠点となる駅前周辺では土地の高度利用を図る

市街地再開発事業等を促進し、良質な住宅の重点的な供給を促します。また、防災上課

題を抱える地区では、防災街区整備事業等による共同建替えを促進します。 

 

 

みどり豊かで地球環境に貢献するやすらぎの住まいづくり 
  
将来世代に継承できるまちづくりを進めるため、新エネ・省エネシステムの普及をはじ

めとする地球温暖化対策のほか、子どもの頃からの環境教育や啓発活動を推進することで

環境意識の向上を図り、家庭や地域における省エネ・省資源活動を促進します。また、災

害時における防災機能や、二酸化炭素の吸収や大気の浄化、区民の生活に豊かさやうるお

いを与えるなどの、みどりの持つ多様な機能に着目して、快適かつ安全・安心で自然豊か

な住環境を創造します。 
 

◆持続可能な社会実現に向けた取組み 

地球環境に影響の少ない低炭素型ライフスタイルの実現に向け、住宅等における省エ

ネルギー改修の促進や、新エネルギー及び省エネルギー機器等の導入促進を図ります。

また、集合住宅の管理組合などに対して省エネコンサルタントを派遣し、省エネ対策に

関する具体的な提案・アドバイスを行います。 

未来を担う子どもたちへの環境教育を学校や環境学習拠点施設等と連携して推進し、

家庭でのエコ活動や地域での環境活動につながるよう、環境問題に対して正しく考え行

動できる力を育成します。 

 

◆まちなかにおける緑化の推進 

快適かつ安全・安心な住環境を形成するため、生垣の造成や建築物の接道部・屋上及

びベランダ・壁面等の緑化に対する支援や、「北区みどりの条例」に基づいた一定規模以

上の建築敷地に対する緑化の義務付けなど、まちなかにおけるみどりの創出に努めます。 
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基本目標２ 子育てファミリー層・若年層が定住できる住環境づくり 
 

重点 住宅施策の方針 施策 

 子育て世帯の住宅の確保 

住宅セーフティネットの充実 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援

【再掲】 

● 
子育て世帯・若年層の定住

促進 

家庭の環境に応じた住み替え支援 

シティプロモーション・イメージ戦略の推

進 

 
子ども・家庭への支援との

連携 
子ども・家庭への支援との連携 

 

●：重点的な取組み（詳細は第５章に記載）  

 
 

子育て世帯の住宅の確保 
  
特に区内で住宅を確保することが難しい世帯に対しては、北区居住支援協議会と連携

し、世帯構成に応じた住宅で生活できるよう、様々な支援について検討していきます。 

また、多世代による共助を促す住宅の建設や改修を支援するとともに、子育ての負担

軽減等に配慮した住まいの普及を図り、子育て世帯が魅力を感じる住環境づくりを進め

ます。 

 

◆住宅セーフティネットの充実 

住宅の確保に特に配慮が必要な世帯が安心して暮らせるように、公的住宅※の適切な整

備に努めるとともに、居住支援法人※等の居住支援団体や不動産関係団体などとの連携や

民間住宅を活用した新たな居住支援について検討し、住宅セーフティネットの充実によ

る居住の安定を図ります。 
 

◆多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援【再掲】 

子育てしやすい住環境の整備と世代間の共助を推進するため、高齢者や子育て環境等

に配慮した三世代同居のための住宅の建設、または改修に対して支援を行います。   

   基本目標２ 子育てファミリー層・若年層が定住できる住環境づくり 
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子育て世帯・若年層の定住促進 
  
子育て世帯・若年層は、居住地の選択において、住宅だけでなく、教育や医療、環境等

のさまざまな要因があることを踏まえ、子育て世帯・若年層が北区に住み続けたいと思え

るような支援を行います。 

 

◆家庭の環境に応じた住み替え支援 

子育て世帯が民間賃貸住宅に転居した場合の転居費用の助成、親世帯に近居して子育

て世帯が区内に住宅を取得した場合の登記費用助成等をとおして、子育て世帯の住み替

えを支援するとともに、親世帯との生活の支え合いを支援します。 
 

◆シティプロモーション・イメージ戦略の推進 

子育てファミリー層・若年層に向けて、様々な媒体を選定・活用して、住宅に係る助

成事業などの情報を効果的かつ多角的に発信し、北区の知名度や住環境に係るイメージ

を向上させていきます。 

また、北区の個性や魅力をより深く知ってもらうことで、北区に住んでいることへの

誇りや愛着を醸成し、地域への興味・関心を喚起して、地域の活性化、地域のきずなづ

くりへと発展させていきます。 

 
 

子ども・家庭への支援との連携 
 
 

 子育てしやすい環境は、住宅に加え教育・子育て支援などの側面があり、ハード・ソフトの両

面から環境を改善していくことが子育て世帯・若年層の定住につながると考えられます。 

そのため、子ども・家庭への支援を実施している関係各課も含め総合的な施策の検討を進めます。 
 

◆子ども・家庭への支援との連携 

安心して妊娠・出産・子育てができるよう環境整備に取組むとともに、子育て支援に

関する事業やサービスは、子育て世帯のニーズの多様性にあわせて利便性を高めていく

必要があり、子育て世帯の住宅確保と合わせ、関係各課との連携を図ります。 

 

 

連   そらまめ相談室 

北区子どもの未来応援プラン（東京都北区子供の貧困対策に関する

計画）に基づき、子どもの貧困対策事業の一環として、ひとりで子育

てするお母さん・お父さんために開設された、専門の相談室です。 

子育て中のひとり親家庭や、ひとりで子育てをすることに不安を抱

えるご家庭の相談に応じます。日頃の悩みから、生活に関わるお困り

ごとまで、幅広く相談に応じ、支援制度などをご案内しています。  
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基本目標３ 高齢になっても暮らし続けられる住環境づくり 
 

重点 住宅施策の方針 施策 

 高齢者世帯の住宅の確保 

公営住宅等の適切な整備 

多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援

【再掲】 

住宅セーフティネットの充実【再掲】 

● 
高齢者世帯の居住継続の

支援 

地域包括ケアシステムの構築 

高齢者世帯の住み替え支援 

家庭の環境に応じた住み替え支援【再掲】 

 
高齢者世帯等の生活の場

の確保 

福祉施設の整備誘導 

高齢者世帯の住宅改修の支援 

 

●：重点的な取組み（詳細は第５章に記載）  

 

 
 

高齢者世帯の住宅の確保 
 
 

 高齢者世帯が暮らし続けられる住宅を確保するため、住宅改造費の助成や、高齢者向け

住宅などの整備をとおして、高齢者の希望や生活状況に応じた多様な住まいの確保を図っ

ていきます。 

 

◆公営住宅等の適切な整備 

 区営住宅※は、住宅セーフティネットとして住宅困窮度が高い世帯の居住安定を図るた

め、福祉施策との連携を強化する必要があります。また、区営住宅の建替え及び区営シ

ルバーピア※の建設等については、長寿命化計画に基づき実施していきます。なお、既存

の区営住宅は、順次建替え時期を迎えるため、ライフサイクルコストの削減を図りつつ、

計画的に建替えを進めていきます。 

 北区は公的賃貸住宅※が多くあることから、その特性を活かした施策の推進を目指し、

管理主体（東京都、都市再生機構、東京都住宅供給公社）との連携を進めていきます。 
 

◆多世代で暮らせる住宅の建設・改修の支援【再掲】 

子育てしやすい住環境の整備と世代間の共助を推進するため、高齢者や子育て環境等

に配慮した三世代同居のための住宅の建設、または改修に対して支援を行います。 
 

◆住宅セーフティネットの充実【再掲】 

住宅の確保に特に配慮が必要な世帯が安心して暮らせるように、公的住宅※の適切な整

備に努めるとともに、居住支援法人※等の居住支援団体や不動産関係団体などとの連携や

民間住宅を活用した新たな居住支援について検討し、住宅セーフティネットの充実によ

る居住の安定を図ります。 

  

   基本目標３ 高齢になっても暮らし続けられる住環境づくり 
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高齢者世帯の居住継続の支援 
 
 

 単身世帯を中心とした高齢者の増加に対して、住み慣れた地域・住宅で暮らし続けるこ

とができるよう、親族や地域住民等によるサポートを受けやすい環境を整え、高齢者世帯

の地域での居住継続を支援します。 

 

◆地域包括ケアシステムの構築 

地域の見守り・支えあい体制の充実や、高齢者あんしんセンターを中心に医療機関や

介護事業者、都市再生機構等を含めたネットワークの強化を図り、地域の特性に応じた

地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
 

◆高齢者世帯の住み替え支援 

高齢者世帯が区内の民間賃貸住宅に住み替える際の助成などをとおして、高齢者世帯

が区内の住み慣れた地域で安心して暮らし、自立した生活が送り続けられるように支援

します。 
 

◆家庭の環境に応じた住み替え支援【再掲】 

子育て世帯が民間賃貸住宅に転居した場合の転居費用の助成、親世帯に近居して子育

て世帯が区内に住宅を取得した場合の登記費用助成等をとおして、子育て世帯の住み替

えを支援するとともに、親世帯との生活の支え合いを支援します。 

 

連   サービス付き高齢者向け住宅 

「高齢者の居住安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」の改正により創設された、

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅

です。 

登録されているサービス付き高齢者向け住宅は全て、インターネット上の「サービス付

き高齢者向け住宅情報提供システム」において、運営情報の公開がされています。 

 

●サービス付き高齢者向け住宅で提供されているサービス 

 

[出典：サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム] 
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高齢者世帯等の生活の場の確保 
 
 

 自宅で暮らすことが難しくなった高齢者等に対して、自ら出来ることの違いに合わせて、

区内で暮らし続けられるよう、様々な形態の生活の場を選択できる環境を整備します。 

 また、できるだけ住み慣れた自宅で快適に生活できるよう、既存の住宅のバリアフリー

化等による支援を進めます。 

 

◆福祉施設の整備誘導 

地域や事業者、医療機関、福祉施設との連携を強化し、区民ニーズを適切に捉え、高

齢者や障害者一人ひとりが安心して地域の一員として暮らすことができる、生活の場の

確保のため施設整備を推進します。 
 

◆高齢者世帯の住宅改修の支援 

介護認定を受けた方や、身体機能が低下した高齢者の自宅に手すりの取付けや段差の

解消などの改修に対し助成を行うことで、身体機能の状態に関わらず、快適に生活でき

る住宅整備を支援します。 

 

 

連   北区バリアフリー基本構想 

北区が取り組むバリアフリーの基本方針や考え方を定めた「北区バリアフリー基本構想

【全体構想】」を平成 27年度に策定し、平成 28年度から平成 30年度には、区内 3地

区それぞれで「北区バリアフリー基本構想【地区別構想】」を策定しました。 

 

全体構想では、区全域におけるバリアフリー化の推進に関する事項として、下記の 4点

が示されています。 

１．まちづくり事業と連携した重点整備地区の設定 

２．社会資本整備とあわせたバリアフリー化の推進 

３．公共建築物の整備に伴うバリアフリー化の推進 

４．ネットワーク経路における整備の推進 

 

●北区の道路や公園のバリアフリー施設 

        
音無橋脇昇降施設（エレベーター）     アスカパークレールのアスカルゴ 
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基本目標４ 誰もが安心して居住できる住環境づくり  
重点 住宅施策の方針 施策 

 公営住宅の供給・維持管理 
区営住宅の設備の更新 

公営住宅等の適切な整備【再掲】 

● 
福祉等との連携による居

住支援体制の整備 

住宅セーフティネットの充実【再掲】 

空家等の利活用・適正管理等の促進【再掲】 

 
障害者世帯の居住継続の

支援 

障害者世帯の安定した住環境の整備 

福祉施設の整備誘導【再掲】 

 
外国人との暮らしやすい

環境づくり 

外国人との円滑なコミュニケーションの

促進 

外国人の地域社会への参加の促進 

 

●：重点的な取組み（詳細は第５章に記載）  

 

 
 

公営住宅の供給・維持管理 
 
 

 長寿命化計画に基づき、区営住宅※ストックの有効活用のための設備の更新等を図るとと

もに、建替え時期を迎える区営住宅については、個々の用地の集約等による建替えも視野

に入れ、総合的に検討していきます。計画にあたっては、コミュニティバランスや居住者

のための生活支援施設等の併設を検討していくとともに、適切な収入基準に合わせた入居

の推進等を図ります。 

 また、高齢者向けの区営住宅として、区営シルバーピア※の建設を進めます。 

 

◆区営住宅の設備の更新 

長寿命化計画に基づき、区営住宅※の維持管理や耐久性の向上につながる設備の更新を

検討します。修繕等の計画的な実施とともに、時代に合わせた設備の水準に更新するこ

とで、居住者の住みやすさの向上を図ります。 
 

◆公営住宅等の適切な整備【再掲】 

 区営住宅※は、住宅セーフティネットとして住宅困窮度が高い世帯の居住安定を図るた

め、福祉施策との連携を強化する必要があります。また、区営住宅の建替え及び区営シ

ルバーピア※の建設等については、長寿命化計画に基づき実施していきます。なお、既存

の区営住宅は、順次建替え時期を迎えるため、ライフサイクルコストの削減を図りつつ、

計画的に建替えを進めていきます。 

 北区は公的賃貸住宅※が多くあることから、その特性を活かした施策の推進を目指し、

管理主体（東京都、都市再生機構、東京都住宅供給公社）との連携を進めていきます。 

   

   基本目標４ 誰もが安心して居住できる住環境づくり 
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福祉等との連携による居住支援体制の整備 
 
 

誰もが区内に居住し続けられる環境を整備するため、福祉関係団体や不動産関係団体等

から構成される北区居住支援協議会と連携し、地域の理解や協力の確保に努めるとともに、

住まい探しから入居後の安定した生活まで連続性のある支援について検討を進めます。 
 

◆住宅セーフティネットの充実【再掲】 

住宅の確保に特に配慮が必要な世帯が安心して暮らせるように、公的住宅※の適切な整

備に努めるとともに、居住支援法人※等の居住支援団体や不動産関係団体などとの連携や

民間住宅を活用した新たな居住支援について検討し、住宅セーフティネットの充実によ

る居住の安定を図ります。 
 

◆空家等の利活用・適正管理等の促進【再掲】 

空家等の所有者などを対象とした講演会、専門家による個別相談や、所有者への支援

を行い、空家等に関する諸問題の発生を未然に防止するとともに、空家等の利活用や適

正管理、流通を促進します。 

 

 

連   UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン 

都市再生機構では、ＵＲ賃貸住宅ストックを将来にわたって国民共有の貴重な地域資源

として活かし続けるため、2019 年度から 2033 年度までの 15 年間のＵＲ賃貸住宅ス

トックの活用・再生の方向性を示す「ＵＲ賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」を策定

しています。 

 

●ＵＲ賃貸住宅ストックの多様な活用の３つの視点 

 
[出典：都市再生機構] 
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障害者世帯の居住継続の支援 
 
 

障害者の居住継続のため、住宅の確保や住環境の整備を進めるとともに、保健・医療・

福祉との連携を強化し、状況に応じた適切な居住支援を促進します。 
 

◆障害者世帯の安定した住環境の整備 

障害者にとって居住し続けられる住宅の整備を進めるため、保健・医療・福祉等の関

係各課や東京都、都市再生機構等と連携し、居住環境の改善等を検討します。 

また、障害者が自立した生活や社会生活を営むことができるよう必要な相談や情報提

供等の支援を行うとともに、地域住民の交流と協力、障害者への理解を促進し、住民が

相互に連携できる環境を整備します。 
 

◆福祉施設の整備誘導【再掲】 

地域や事業者、医療機関、福祉施設との連携を強化し、区民ニーズを適切に捉え、高

齢者や障害者一人ひとりが安心して地域の一員として暮らすことができる、生活の場の

確保のため施設整備を推進します。 

 
 

 

外国人との暮らしやすい環境づくり 
 
 

 外国人とともに暮らしやすい環境を整えるため、住宅確保のサポートに関する検討を行

うとともに、行政情報の多言語化や異文化理解を推進します。 

 また、外国人の地域交流や地域参画の機会創出を行います。 
 

◆外国人との円滑なコミュニケーションの促進 

外国人へ適切な生活情報を提供するため、多言語化及びやさしい日本語の使用、イラ

ストやユニバーサルデザイン等の活用を図り、外国人との相互理解を深めます。 

 

◆外国人の地域社会への参加の促進 

外国人が、日本の生活に慣れ親しんだうえで、地域に愛着を持ち、つながりを持って

暮らしていけるよう、外国人ならではの視点や文化・経験を生かした活躍や地域参画を

支援します。  
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基本目標５ 北区の活力を高める魅力ある住環境づくり 
 

重点 住宅施策の方針 施策 

● 
まちがいきいきとする住

環境の維持向上 

利便性の高い総合的な交通体系の整備 

商店街の新たな魅力づくりの推進 

地域のきずなづくりの推進 

 魅力的な住環境の整備 

団地の建替え・再生に伴う住環境整備 

地域特性等を踏まえた市街地再開発事業

等の促進 

北区らしい景観の形成 

 

みどり豊かで地球環境に

貢献するやすらぎの住ま

いづくり【再掲】 

持続可能な社会実現に向けた取組み【再

掲】 

まちなかにおける緑化の推進【再掲】 

 
北区の住まいに関する 

情報の発信 

区民主体の魅力発信 

シティプロモーション・イメージ戦略の推

進【再掲】 

 

●：重点的な取組み（詳細は第５章に記載）  

 

 
 

まちがいきいきとする住環境の維持向上 
 
 

 北区は公共交通や買い物の利便性などが高い特徴があります。区民に身近な商店街の活

性化や交通体系の整備等、北区での暮らしの利便性等を高めていくとともに、身近なコミ

ュニティである町会の活動を支援することで、地域のきずなづくりにつなげ、まちがいき

いきとする住環境の維持向上を図ります。 

 

◆利便性の高い総合的な交通体系の整備 

交通機能や歩行者の安全性及び利便性の向上を図り、道路ネットワークや公共交通機

関の整備事業を計画的に実施します。 
 

◆商店街の新たな魅力づくりの推進 

商店街独自の強みを活かした特徴的な取組みや、商店街同士・地域・学生等との連携

や協働による取組みを支援し、商店街の新たな魅力づくりを推進します。 
 

◆地域のきずなづくりの推進 

区民の自治意識や各地域における人と人とのつながりを再認識し、北区への愛着を深

めるために、きずなづくり月間の普及啓発など、地域のきずなを深める事業を推進しま

す。 

   

   基本目標５ 北区の活力を高める魅力ある住環境づくり 
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魅力的な住環境の整備 
 
 

大規模団地の建替え・再生に伴う緑地・空地の創出や地域特性等を踏まえた市街地再開

発事業、地区の特性を生かした景観づくりにより、地域の魅力を向上し、良好な住環境の

整備を図ります。 

 

◆団地の建替え・再生に伴う住環境整備  

都市再生機構や東京都等による大規模住宅団地の建替えに合わせ、区は地区計画等を

定めて、地域の特性を踏まえた土地の有効利用を誘導し、緑地・空地の創出をはじめと

した良好な住環境の整備を促し、新たな魅力あるまちづくりを図ります。 
 

◆地域特性等を踏まえた市街地再開発事業等の促進  

住民主体による市街地再開発事業等を促進し、駅周辺のにぎわいの創出や魅力の向上

を図るとともに、地区内に憩いや集いの場となるまとまった有効空地やみどり等を確保

し、住環境の整備を図ります。 
 

◆北区らしい景観の形成 

地域の特性を生かした美しいまちなみを形成するため景観づくり等を誘導していくと

もに、区民による自主的な取組みへの支援・誘導を行い、景観形成に関する取組みへの

参加意欲の向上を図ります。 

 
 

みどり豊かで地球環境に貢献するやすらぎの住まいづくり【再掲】 
 
 

詳細は「基本目標１」に記載 

 
 

北区の住まいに関する情報の発信 
 
 

北区の住環境に係る魅力を区内外に向けて広く発信し、知名度やイメージを高めていく

とともに、区民に対しても住環境に係る情報をより積極的に公開します。 

 

◆区民主体の魅力発信 

区民が自ら住むまちの魅力を再発見、再認識できる機会を創出することで、北区への

定住を促進するとともに、区民自らがまちの魅力を発信し、区内外へアピールできる仕

組みづくりを検討します。 
 

◆シティプロモーション・イメージ戦略の推進【再掲】 

子育てファミリー層・若年層に向けて、様々な媒体を選定・活用して、住宅に係る助

成事業などの情報を効果的かつ多角的に発信し、北区の知名度や住環境に係るイメージ

を向上させていきます。 

また、北区の個性や魅力をより深く知ってもらうことで、北区に住んでいることへの

誇りや愛着を醸成し、地域への興味・関心を喚起して、地域の活性化、地域のきずなづ

くりへと発展させていきます。  
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第５章  
重点的な取組み 
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１. 基本目標における重点的な取組み 

民間住宅の耐震性・安全性の確保 

 

北区では木造住宅全体の 38.1%（19,935戸）において耐震性が不十分であることか

ら、特に木造住宅に対し、耐震に関する相談体制の充実等を図り、改修や建替えを進める

ための助成を行うことで、耐震化を支援します。 

また、戸建住宅と比べて、多数の居住者が生活する分譲マンションの耐震改修は、居住

者の合意形成や費用面などの課題があることから、マンション管理士による管理に関する

相談や耐震化に関する助成等の支援を行います。 

分譲マンションの適切な管理を促進するため、東京都の「東京におけるマンションの適

正な管理の促進に関する条例」を踏まえ、実態把握や管理組合への支援等に取組みます。 

 

民間住宅の耐震性・マンションの維持管理に係る取組み 

■耐震性に係る取組み 

【木造住宅の耐震化支援】 

木造住宅の耐震改修工事及び耐震建替え工事に要する費用の一部を助成し、安全で地震に強い 

まちづくりを目指します。 

【マンションの耐震化支援】 

旧耐震基準の分譲マンションの管理組合を対象に、耐震アドバイザー、耐震診断、補強設計、 

改修工事に要する費用の一部を助成する「分譲マンション耐震化支援事業」、旧耐震基準の賃貸 

マンションの所有者を対象に、耐震アドバイザー、耐震診断費用の一部を助成する「賃貸マンシ 

ョン耐震化支援事業」などを実施しています。 

 

■マンションの維持管理に係る取組み 

【分譲マンションの維持管理の支援】 

分譲マンションの適切な管理を支援するため、管理組合や区分所有者を対象とした「分譲マン 

ション管理セミナー」、区分所有者の方を対象にした「分譲マンション管理相談」、マンション 

管理士が現地に赴き管理組合の運営方法や建替え等についてアドバイスする「分譲マンション 

管理相談員派遣」などを実施しています。 

 

 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例 

東京都は、管理組合に対し、行政が積極的に関わり、マンションの管理不全を予防し、適正な 

管理を促進するとともに、その社会的機能を向上させることを目的に、平成 31年 3月に 

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を制定しました。この条例は、 

１．都や管理組合、事業者等の責務の明確化 

２．管理組合による管理状況の届出（管理状況届出制度） 

３．管理状況に応じた助言・支援等の実施 

から構成されています。 

 基本目標１ 
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空家等対策の推進 

 
 

 周辺の生活環境に深刻な悪影響を及ぼしている空家等に対して、「空家等対策の推進に関

する特別措置法」や関係法令に基づく措置を迅速かつ的確に講じます。 

あわせて、空家等の所有者などに対して、適正管理、利活用・流通促進に関する支援や

講演会等による普及啓発を行うことにより、総合的な空家等対策を推進し、良好な住環境

の形成や安全・安心なまちづくりを実現します。 

 

空家等対策の取組み 

■北区空家等対策計画 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、住民の生命、 

身体又は財産を保護することにより、生活環境の保全を図るとともに、 

誰もが安心・安全に暮らせるまちづくりを推進することを目的として、 

「北区空家等対策計画」を策定しました。 

 計画で示されている空家等に対する下記の施策を踏まえ、様々な 

取組みを実施しています。 

 

１．空家等の所有者等による管理の促進（予防対策） 

２．空家等や除却後の跡地活用促進（活用・流通促進） 

３．管理不明な空家等の状態に応じた措置（管理不全空家等対策） 

４．多様な主体との連携及び推進体制の整備（推進体制等の構築） 

 

■空家等対策に係る具体的な取組み 

【特定空家等に対する措置等】 

  「特定空家等」の状態にあると認められる空家等に対して、空家等対策の推進に関する特別措置 

法に基づき、助言又は指導、勧告、命令等の措置を行い、空家等の状態の改善を図ります。 

 

【老朽家屋の除却支援】 

  木造の老朽家屋の除却費用を助成し、危険な空家等の解消を図ります。 

 

【適正管理・利活用支援】 

  空家等の適切な管理や利活用を行う場合に、所有者等に対して、管理費用や工事費用などの一部 

を助成し、空家等の適正な管理や利活用を促進します。 

 

 

   

 基本目標１ 
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安全・安心な地域づくり 

 

防災上、住環境上の観点から問題が指摘されている木造住宅密集地域では、建築物の耐

震化や不燃化、主要生活道路の整備、オープンスペースの確保などを進め、安全で快適な

住環境の創出を進めます。 

また、災害時に備え、自主防災組織の育成や装備の充実を図るとともに、災害時におけ

る要配慮者の安全確保への取組みを推進するなどし、防災体制の整備・充実を図ります。 

さらに、子どもへの防犯教室や高齢者向けの振り込め詐欺に関する講話をとおして、防

犯意識の向上を目指し、地域防犯活動を促進することで、地域における安全・安心な防犯

環境を推進し、地域防犯力の向上を図ります。 

 

安全・安心な地域づくりに係る取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防犯出前講座】 

高齢者が集まる機会や場所を利用し、警察

官 OBで防犯の専門家（防犯推進員）による

防犯出前講座を実施しています。 

■北区密集住宅市街地整備促進事業 

老朽化した木造住宅等が密集し、公共施設等の整備が不十分な地区に

おいて、東京都北区密集住宅市街地整備促進事業（密集事業）を導入し、

避難路や延焼遮断帯の整備、老朽建築物等の建替えの促進を図るととも

に住環境の整備等災害に強い総合的なまちづくりに取組んでいます。 

また、既存の老朽住宅等から耐火性能に優れた建物へ建替えを行う方

に対して、建設資金等の一部を補助しています。 

 

■自主防災組織 

「自分たちのまちは自分たちで守る」ことを基本に、原則として、町

会・自治会を単位に自主防災組織が結成されています。区は、様々な消

防・救助用資機材を配備するとともに、防災訓練等の活動に対し助成金

を交付するなどして、その活動を支援しています。 

平成 31年 1月 1日現在、180ある町会・自治会に対して、178の

自主防災組織が組織されています。 

■防犯意識の向上を図る取組み 

【子ども向け防犯教室】 

子どもの防犯意識向上のため、３歳から小学

校低学年までの子どもを対象に、腹話術や紙芝

居等による防犯のお話、ＤＶＤ放映などを行っ

ています。 

●共同建替えのイメージ 

 基本目標１ 
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まちづくりと一体となった良質な住宅の供給 

 

① 大規模住宅団地の建替えと団地再生の取組みの推進 

 北区には公的賃貸住宅が約３万戸あり、区内の全住宅戸数の１／６を占めています。こ

れらの多くは高度経済成長期以降に大量に建設され、経年による建物の老朽化や居住者の

高齢化が同時に進行し、一般の市街地では見られない急激な地域社会構造の変化が生じて

おり、ハード・ソフト両面からの再生が喫緊の課題となっています。 

そこで、建替え事業が進められている都市再生機構赤羽台団地や都営桐ケ丘団地などの

大規模住宅団地においては、区は地域特性を踏まえた都市計画等に基づき、良質な住宅の

供給や団地周辺の住環境整備を関係機関と調整を進め誘導していきます。あわせて、建物

の老朽化と居住者の高齢化による地域全体の活力低下等の懸念に対しては、地域の大学等

関係機関との連携を進め、生活利便機能や子育て・高齢者支援等に必要な機能を備えた拠

点づくりや新たな地区の魅力の創造を図るなどして、ソフト・ハードの両面から再生が図

られるよう誘導します。 

  

大規模住宅団地の建替え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

団地再生の取組み 

 

 

 

 

 

 

   

■都市再生機構赤羽台団地（写真：2016年 1月現在） 

近代的で良質な住宅整備が進んでいるほか、高度利用

等により創出された土地には新たな区立公園の整備や、

地域の教育・文化の拠点として期待する東洋大学の計画

的な移転が予定されています。 

未活用の土地については、良質な住宅の整備が計画さ

れているほか、スターハウスなどの歴史的建築物が保存

活用され、新たな地域の魅力創造が図られる予定です。 

 
■都営桐ケ丘団地 

令和２年度を初年度とする計画において、約１千戸の都営住宅を新たに整備するとともに、

区と連携して、公園の再編整備や道路の新設をはじめ、土地の高度利用で創出された用地に、

区民センターの整備や商業・医療・福祉からなる生活集積拠点を整備する計画です。 

 

都市再生機構の４団地（赤羽台、王子五丁目、豊島五丁目、神谷堀公園ハイツ）では、地域

医療福祉拠点化が進み、区との協定に基づき、団地集会所が区の介護保険法に基づく地域支援

事業の活動の場として提供されています。また、区と東洋大学は地域課題解決に係わる包括協

定を締結しており、赤羽台団地をはじめとした各地域での連携による施策の推進を図ります。 

桐ケ丘団地では区の空き店舗活用事業により、一人暮らし高齢者等が集える食事処が障害者

の就労の場としても整備され、新たな地域の賑わいの場となっています。 

photo by Shinkenchiku-sha 

 基本目標１ 
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② 交通利便性を生かした駅周辺での重点的な供給の促進 

北区は東京都内でもＪＲの駅数が多く、区内居住者意識調査では通勤や通学、買い物

に便利などの住環境に関する満足度が高くなっています。このような生活利便性の高い

北区の中にあっても、駅周辺は特に都市居住を実感できる好立地にあり、居住機能の強

化を図ることが求められます。 

  そのため、「北区都市計画マスタープラン」で定める赤羽、十条、王子などの都市中

心拠点では、地域特性等を踏まえながら、計画的なまちづくりを推進し、市街地再開発

事業など土地の高度利用による良質な住宅の重点的な供給を促進していきます。あわせ

て、地区内及びその周辺で抱えるまちづくりの課題の解決を図り、利便性の高い快適な

住環境の整備を推進します。 

 

市街地再開発事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■北区における市街地再開発事業 

北区ではこれまで３件の市街地再開発事業が事業認

可されています。 

すでに事業が完了している赤羽駅西口地区（住宅・

都市整備公団施行）と北赤羽駅地区（東京都施行）で

は、公共施設の整備とともに住宅がそれぞれ 400戸、

660戸供給されています。また、事業中の十条駅西口

地区では約 520戸の住宅が供給される計画となってい

ます。 

赤羽一丁目（駅東口）では民間による事業化に向け

た計画の検討が進んでいます。 

（住宅戸数はいずれも都市計画決定時のものです） 

十条駅西口地区市街地再開発事業 

再開発ビル完成予想図 

「市街地開発事業」とは、都市再

開発法に基づき、市街地内の老朽

木造建築物が密集している地区等

において、細分化された敷地の統

合、不燃化された共同建築物の建

築、公園、広場、街路等の公共施設

の整備等を行うことにより、都市

における土地の合理的かつ健全な

高度利用と都市機能の更新を図る

ことを目的としています。 

●市街地再開発のイメージ図 
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子育て世帯・若年層の定住促進 

 

子育て世帯・若年層が、就職・結婚・出産・子育て・教育など様々なライフステージに

おいても、北区に住み続けられるよう支援するため、適正な居住面積水準の住宅の整備を

図るとともに、親世帯との近居に対する支援や、住宅に係る助成事業等の情報を区内外へ

発信します。 

また、子育て世帯・若年層に対し、知名度や住環境・子育て環境に係るイメージを向上

させるため、北区の個性や魅力から住宅に係る具体的な助成事業まで、効果的かつ多角的

な情報発信に取組みます。 

 

子育て世帯等の定住促進に係る取組み 

【親元近居助成】 

子育て世帯が、親世帯の近くで、北区内に住宅を取得した場合、その際に支払った建物の登記 

費用の一部を助成します。 

 

【ファミリー世帯転居費用助成】 

 子育て世帯が、区内の民間賃貸住宅から、転居前より広い民間賃貸住宅に転居した場合に、 

礼金と仲介手数料の合算額（一部または全部）を助成します。 

 

【集合住宅の建築及び管理に関する条例】 

集合住宅の建築に起因する紛争の防止を図るとともに、ファミリー層が安心して住み続けられる 

住戸の整備を促進し、かつ円滑な近隣関係を維持し、地域コミュニティの促進及び良好な居住環境 

を形成するため施行されました。家族向け住戸の整備や、適切な管理の基準等を定めています。 

 

子育てプロモーション冊子「Family Life in Tokyo Kita City ～住めば、北区東京。～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

シティプロモーション事業の一環として、

（一社）東京北区観光協会とともに、区で子

育てすることの魅力を発信する子育てプロ

モーション冊子を制作しました。 

家族で楽しめる飲食店や、親子の休日を彩

る公園・図書館、地域とのつながりを感じら

れるマルシェなど、北区での日々の暮らしに

焦点を当てながら、子育てのしやすさを紹介

しています。 

 

 基本目標２ 
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高齢者世帯の居住継続の支援 

 

 北区では高齢単身世帯が大きく増加しており、高齢者が地域で安心して暮らし続けられ

る支援が求められています。希望する住まい方に適した住宅を確保することが困難な高齢

者に対し、適切な住宅の供給や住み替えに関する支援の検討を進めます。 

 また、地域や家族の支援により、住み慣れた地域・住宅で暮らし続けることができるよ

う、子ども世帯との近居の促進や地域全体での見守りを支援します。 

さらに、地域全体での見守り支援や、高齢者あんしんセンターを中心に医療機関や介護

事業者等を含めたネットワークの強化を図ることで、地域包括ケアシステムの構築を推進

し、医療や介護、福祉サービスも含めた様々な生活サービスが日常生活の場で確保できる

ような体制を整えます。 

 

地域包括ケアに係る取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■北区地域包括ケア推進計画 

地域包括ケアシステムは、高齢者が可

能な限り住み慣れた地域で、その有する

能力に応じて自立した日常生活を営む

ことができるよう、医療、介護、介護予

防、住まい、日常生活支援が包括的に提

供される体制のことです。 

北区では、高齢になっても安心して暮

らせるための「北区版地域包括ケアシス

テムの構築」を着実に推進していくこと

を目的とした「地域包括ケア推進計画」

を策定し、「北区版地域包括ケアシステ

ムの構築」の実現に向けた施策の方向性

を示しています。 

●北区版地域包括ケアシステムのイメージ 

（北区地域包括ケア推進計画） 

【高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）】 

主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師、見守りコーディネー

ターなどが中心となって高齢者の方を支援しています。 

 

【地域ケア会議】 

高齢者が住み慣れた地域で安心して、いつまでも自分らしく生

活できるように、在宅、施設を通じた地域における包括的・継続的

なケア体制を構築するために、医療機関・介護サービス事業者など

の関係機関の相互連携を図る目的で開催される会議です。 

 

 基本目標３ 
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福祉との連携による居住支援体制の整備 
 

誰もが区内に居住し続けられる環境を整備するため、北区居住支援協議会や居住支援団

体、地域事業者等と連携しながら、民間住宅を活用した新たな居住支援について検討し、

住宅セーフティネットの充実による居住の安定を図るとともに、住宅セーフティネット住

宅制度の普及を図ります。 

 

北区居住支援協議会 

 

 

 

 

 

 

 

【北区居住支援協議会 設立の目的】  

① 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等 

② 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定 

③ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動その他の住宅市場 

の環境整備 

 

●居住支援協議会の構成イメージ（資料：国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

連携 

住宅確保要配慮者※の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係

業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住

宅情報の提供等の支援を実施するものです。 

北区では、下記の 3 点を目的に平成 31 年 3 月に北区居住支援協議会が設立され、居住支援

団体、地域事業者等と連携しながら、様々な支援の検討を進めています。 

 

 基本目標４ 
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まちがいきいきとする住環境の維持向上 
 

 北区は公共交通や買い物の利便性等において、区内居住者意識調査における満足度が高

くなっているため、今後も地域住民の暮らしを支えるため、区民に身近な商店街の活性化

を図るとともに、体系的な道路ネットワークや公共交通機関の整備など、さらなる利便性

を高める取組みを進めます。 

また、身近なコミュニティである町会の活動の支援など、地域のきずなを深める事業を

推進し、まちがいきいきとする住環境の維持向上を図ります。 

 

商店街に関わる取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のきずなづくり推進プロジェクト 

都市部において地域の連帯意識が希薄化する中、地域における人と人 

とのつながりを密にし、人々が地域への愛着を深めるとともに積極的に 

地域活動へ参加できる取組みを推進していくために、北区では「地域の 

きずなづくり推進プロジェクト」として、地域のさまざまな活動団体が 

互いに活動内容を理解し、情報交換をする「地域円卓会議」や、町会・ 

自治会の加入促進についての取組み等を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域円卓会議 ●町会・自治会の加入促進に

ついての取組み 

■まちなかゼミナール支援事業 

「お店を知ってもらい、店主のファンになってもらう」をコンセプトとし

て、商店街の各個店を会場に、店主が専門店ならではの専門知識や情報・コ

ツを無料で教える、お得な街の中のゼミナールです。 

令和元年度から、区内商店主により構成される実行委員会の主催に移行

し、区は経費の一部を支援しています。 

 ■北区チャレンジショップ支援事業 

北区内商店街にある空き店舗を活用して事業を行う起業家に対して、家賃

補助と経営相談を行っています。 

 

 基本目標５ 
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２. 地域特性に応じた住宅・住環境への取組み 

 

（１）地域別の取組み 

北区は、JR京浜東北線に沿った武蔵野台地の崖線を境にした、西側の台地部と東側の低

地部に分けられ、区の中央を環状 7号線が横断し、荒川、隅田川、新河岸川に囲まれ、南

西から北東にかけて石神井川が流れています。 

そうした鉄道や幹線道路、河川により分けられる区域は、区民の日常生活圏や地域のコ

ミュニティ形成上、概ねひとつのまとまりになっています。 

このような地理的条件や、社会的慣行を踏まえ、北区全体を以下の 7地区に区分してい

ます。 

本項では、「北区都市計画マスタープラン」で示されている、土地利用の基本方針、分野

別都市づくりの方針、地区別のまちづくり方針を踏まえ、これまでに示している住宅施策

の方針等をもとに、各地区の特性を活かした取組みを整理します。 

 

■７地区区分図 

  

 

① 

② 
③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

① 浮間地区 

② 赤羽東地区 

③ 赤羽西地区 

④ 王子東地区 

⑤ 王子西地区 

⑥ 滝野川東地区 

⑦ 滝野川西地区 
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① 浮間地区 

 

◆住環境の特性 

・スーパー堤防事業、親水空間の整備などを進めている 

・荒川、新河岸川に囲まれ、水辺空間に恵まれたうるおいのある環境となっている 

・荒川河川敷や新河岸東公園など気軽にスポーツができる環境が整っている 

・浮間ヶ原の桜草や、氷川神社の例祭、マンゴリ（万垢離）など、古くからの歴史文

化が残っている 

・新河岸川沿いをはじめ工場が多く立地している 

 

◆住宅・居住者の特性 

・都営・区営住宅ストックが多く形成されている 

・マンション建設により、子育て世帯が増加傾向にある 

・区内では比較的高齢化率が低い 

・2033年まで年少人口、生産年齢人口は増加が見込まれている  
◇地区別の取組み 

 うるおいのある自然環境や公園など、快適かつ安全・安心で自然豊かな住環境を形
成するため、景観づくり等の自主的な取組みに対して支援・誘導を行います。 

 マンション建設が進んでいることなどから、子育て世帯・若年層が居住しやすい環
境にあるため、ライフステージの変化に応じて住み続けられる住環境整備を進めま

す。 

 公的賃貸住宅※が多く、大規模団地ではこれまでのコミュニティを継承しながら建替

え・再生が進められています。子育てや福祉等をサポートする拠点として整備され

ており、引き続き都市再生機構、東京都と連携した団地再生を進めます。 
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■浮間地区図 

 

 

 

  

【浮間公園】          【マンゴリ（氷川神社）】 

 

 

 

  

  

埼京線 
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② 赤羽東地区 

 

◆住環境の特性 

・荒川・隅田川の水辺空間がいこいの場となっている 

・JR赤羽駅、東京メトロ赤羽岩淵駅、志茂駅などがあり、区内外への交通利便性が高い 

・赤羽駅周辺は、大規模商業施設や地区に密着した商店街などがあり、区内最大の商

業地域が広がる 

・商店街を中心に、地域と協働で開催される「赤羽馬鹿祭り」が行われている 

・隅田川沿川の一部地区には工場が多く立地している 

・旧岩淵水門や志茂熊野神社の白酒祭などの地区資源が残っている 

 

◆住宅・居住者の特性 

 ・区内の中では一戸建の割合が高い 

・志茂地区で防災まちづくりが進められている 

・生産年齢人口が特に増加傾向にある 

・年少人口は 2033年まで、生産年齢人口は 2028年まで増加が見込まれている 

・世帯数は今後も増加が見込まれている 

 

◇地区別の取組み 

 志茂地区などの木造住宅密集市街地の改善を進め、防災まちづくりを推進します。 

 都心・副都心への交通利便性が高く、商業施設も充実していることや、年少人口・
生産年齢人口が増加傾向にあることから、子育て世帯・若年層が住み続けられる住

環境整備を進めます。 

 商店街での地区・学生等との連携や、協働による魅力あふれる商店街づくりと併せ
た学生等の若年層居住を進め、地区の活性化を進めます。 
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■赤羽東地区図 

 

 
 

  

【旧岩淵水門】             【赤羽馬鹿祭り】 

埼京線 

京
浜
東
北
線 

東
北
本
線 
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③ 赤羽西地区 

◆住環境の特性 

・赤羽自然観察公園、桐ケ丘中央公園、清水坂公園など、大規模な公園が立地している 

・赤羽緑道公園や赤羽台公園、赤羽台団地や桐ケ丘団地の緑地などみどり豊かな環境

が広がっている 

・赤羽駅周辺は、大規模商業施設や地区に密着した商店街などがあり、区内最大の商

業地域が広がる 

・北区指定無形民俗文化財指定の「稲付の餅揚唄」など、地区特有の風習が残っている 

 

◆住宅・居住者の特性 

・都市再生機構赤羽台団地、都営桐ケ丘団地の更新による地区連携拠点が形成されて 

いる 

・都営・区営住宅ストックが多く形成されている 

・生産年齢人口が減少傾向にある 

・高齢化率が増加傾向にある 

・2028年以降、人口と世帯数の両方で減少が見込まれている 

 

◇地区別の取組み 

 大規模な公園や緑地など、快適かつ安全・安心で自然豊かな住環境を形成するため、
景観づくり等の自主的な取組みに対して支援・誘導を行います。 

 都心・副都心への交通利便性が高く、商業施設も充実しているものの、生産年齢人
口が減少傾向にあることから、子育て世帯・若年層が居住しやすくなる住環境整備

を進めます。 

 高齢化率が区内でも高いことから、高齢者への適切な住宅の供給や住み替えに関す
る支援の検討を進めるとともに、地区全体での見守りを支援します。 

 公的賃貸住宅※が多く、大規模団地ではこれまでのコミュニティを継承しながら建替

え・再生が進められています。子育てや福祉等をサポートする拠点として整備され

ており、引き続き都市再生機構、東京都と連携した団地再生を進めます。 

 商店街での地域・学生等との連携や、協働による魅力あふれる商店街づくりと併せ
た学生等の若年層居住を進め、地区の活性化を進めます。 
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■赤羽西地区図 

 
 
 

  

      【清水坂公園】         【稲付の餅揚唄（道観山稲荷神社）】 

埼京線 

京
浜
東
北
線 

東
北
本
線 
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④ 王子東地区 

 

◆住環境の特性 

・荒川・隅田川河川敷に広がる緑地や、石神井川の水辺空間などの自然環境が広がって

いる 

・王子駅は３つの鉄道路線が乗り入れ、多くのバス路線が集まる交通結節点となって

いる 

・王子駅周辺は、公共施設や業務施設が多く立地する拠点となっている 

・地区に密着した個性豊かな商店街があり、スーパーとの共存共栄などさまざまな取

組みが行なわれている 

・大規模工場跡地に、マンションの建設など土地利用の変化が生じている 

・集落の遺跡がある豊島馬場遺跡公園、地域の伝統行事である「王子狐の行列」のス

タート地点である装束稲荷神社などの史跡が残っている 

 

◆住宅・居住者の特性 

・中層以上の集合住宅が多く立地している 

・都市再生機構の賃貸住宅が多く立地している 

・生産年齢人口の割合が減少傾向にある 

・高齢化が区内でも進んでいる 

 

◇地区別の取組み 

 共同住宅が多いことから、既存の住宅ストックに長く暮らし続けられるよう、共同
住宅の維持管理の支援を進めます。 

 緑地や水辺空間の自然環境など、快適かつ安全・安心で自然豊かな住環境を形成す
るための自主的な取組みに対して支援・誘導を行います。 

 高齢化が進行していることから、高齢者への適切な住宅の供給や住み替えに関する
支援の検討を進めるとともに、地区全体での見守りを支援します。 

 都市再生機構の賃貸住宅が多く立地しており、地区医療福祉拠点としての活用も進
んでいるため、引き続き、地区の見守り拠点の整備などを通じた安心居住の実現を

図ります。 

 商店街での地区との連携や、協働による魅力あふれる商店街づくりを進め、地区の
活性化を促します。     
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■王子東地区図 

     
      【王子駅周辺】          【王子狐の行列（装束稲荷神社）】    

東
京
メ
ト
ロ 

南
北
線 

東京さくらトラム 

（都電荒川線） 

埼
京
線 
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⑤ 王子西地区 

 

◆住環境の特性 

・北区中央公園、飛鳥山公園、音無親水公園、名主の滝公園、石神井川の水辺空間と

自然が楽しめる公園が多数立地している 

・東京都障害者総合スポーツセンターが立地している 

・JR埼京線十条駅、JR京浜東北線東十条駅を中心に、2路線を利用できる 

・北区役所や中央図書館、飛鳥山 3つの博物館など、行政・教育文化施設が集積して

いる 

・十条駅周辺は、区内で最も商店街が集まる地域であり、身近な買い物環境が形成さ

れている 

・複数の大学が立地しており、商店街などと連携したにぎわいづくりなどが行われて

いる 

・北区指定無形民俗文化財「王子田楽」や地域の伝統行事である「王子狐の行列」、十

条冨土神社大祭「お冨土さん」などの行事が行われているほか、大衆演劇を楽しむ

ことができる篠原演芸場が立地している 

 

◆住宅・居住者の特性 

・一戸建・低層住宅が多く立地している 

・十条地区で防災まちづくりが進められている 

・単身世帯が半数を超え、北区全体と比較して多い一方、子どもがいる世帯や夫婦の

み世帯が少ない 

・生産年齢人口の割合が減少傾向にある 

 

◇地区別の取組み 

 十条地区などの木造住宅密集市街地の改善を進め、防災まちづくりを推進します。 

 緑地や水辺空間の自然環境のように、快適かつ安全・安心で自然豊かな住環境を形
成するための自主的な取組みに対して支援・誘導を行います。 

 単身世帯が多い一方、生産年齢人口が減少していることから、ファミリー世帯など
がより住みたいと思えるような支援策の検討を行います。 

 十条駅周辺の商店街での地域・学生等との連携や、協働による魅力あふれる商店街
づくりと併せた学生等の若年層居住を進め、地区の活性化を進めます。 
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■王子西地区図 

 
 

 

  

      【飛鳥山公園】             【中央図書館】 

埼
京
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京
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南
北
線 
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⑥ 滝野川東地区 

 

◆住環境の特性 

・都心・副都心に近接した環境で、鉄道駅へのアクセス性が高く、明治通りを中心に

バスも数多く運行されている 

・田端駅周辺などに、地域に密着した複数の商店街がある 

・町工場や流通施設の跡地に、マンションの建設など土地利用の変化が生じている 

・国指定の史跡である中里貝塚や、東灌森稲荷神社の赤鳥居がある 

・上中里では、子どもたち等と地区交流を図る遊び場道場などにより、顔の見える関

係づくりが行われている 

 

◆住宅・居住者の特性 

・一戸建が多く立地している 

・空家等のうち、再利用可能な住宅の割合が高い 

・人口増加率が区内でも高く、特に生産年齢人口の増加率が高い 

・若年層の単身世帯が多い 

 

◇地区別の取組み 

 再利用可能な空家等の適正管理や利活用に対する支援をとおして、地区活動を推進
します。 

 若年層の単身世帯が多く居住しており、今後結婚、出産等の世帯構成の変化に伴う
転居も多くなると考えられることから、ライフステージに合わせて住み続けられる

住環境整備を進めます。 

 地区交流の取組みを支援するなど、地区のきずなを深める事業を推進します。 

 地区に多く見られる自然、文化的な環境のさらなる充実を図ることで、住み続けた
くなるよりよい景観、住環境の形成を推進します。 
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■滝野川東地区図 

 

 

 

  
【中里貝塚】             【東灌森稲荷神社】 

  

東京さくらトラム 

（都電荒川線） 
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⑦ 滝野川西地区 

 

◆住環境の特性 

・地区内に多くの公園があるとともに、駅に近接した大規模病院がある 

・飛鳥山公園、旧古河庭園などの歴史的な公園・庭園があるとともに、石神井川が地

区内を流れる 

・JR、東京メトロ南北線、都電荒川線が通っており、都心・副都心に移動しやすい 

・地域に密着した商店街が立地している 

・飛鳥山３つの博物館や田端文士村記念館などの施設や、旧醸造試験所第一工場など

の産業遺産が立地している 

 

◆住宅・居住者の特性 

・一戸建の割合が高い 

・区内で最も空家等の数が多い 

・西ヶ原地区で防災まちづくりが進められている 

・人口増加率が区内でも高く、特に生産年齢人口の増加率が高い 

・単身世帯の割合は区平均程度である 

・2033年まで人口、世帯ともに増加が見込まれている  
◇地区別の取組み 

 地区内に多くある空家等に対し、適正な管理を促進するとともに、状況に応じて住
みやすくなる改修等の支援を行い、良質な空家等としての流通を目指します。 

 西ヶ原地区などの木造住宅密集市街地の改善を進め、防災まちづくりを推進します。 
 生産年齢人口の増加率が高く、今後、出産、進学等の世帯構成の変化に伴う転居も
多くなると考えられることから、ライフステージに合わせて住み続けられる住環境

整備を進めます。 

 地区に多く見られる自然、文化的な環境のさらなる充実を図ることで、地区に住み
続けたくなるよりよい景観、住環境の形成を推進します。 

 地域に密着した商店街での地区・学生等との連携や、協働による魅力あふれる商店
街づくりと併せた学生等の若年層居住を進め、地区の活性化を進めます。 
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■滝野川西地区図 

 

 

 

  

【旧古河庭園】            【旧醸造試験所第一工場】 

   

埼
京
線 
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（２）特定促進地区の取組み 

「東京都住宅マスタープラン」には、住生活基本法第 17 条第２項第六号に基づく住宅

の供給及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域に関する事項について定めており、北区

は下記の地区が位置付けられています。 

北区全域が重点供給地域に該当し、20の特定促進地域があることから、それぞれの住宅

市街地の整備又は開発の方針を踏まえ、地域の特性を生かした住宅・住環境づくりを進め

ていきます。  
■北区の特定促進地区（東京都住宅マスタープラン 平成２９年３月） 

地域区分 
特定促進地区 

の名称 

面積 

（ha） 
主な計画・整備手法 

浮間地区 浮間三丁目地区 3 公営住宅建替事業（事業中） 

赤羽東地区 志茂地区 100 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

都市防災不燃化促進事業（一部完了） 

防災生活圏促進事業（完了） 

防災街区整備地区計画（決定済） 

不燃化推進特定整備地区 

赤羽東地区 赤羽南地区 2 都市防災不燃化促進事業 

赤羽東地区 神谷二丁目地区 2 公営住宅建替事業（事業中） 

赤羽東地区 

赤羽西地区 
桐ヶ丘・赤羽台地区 122 

公営住宅建替事業（事業中） 

住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（事業中） 

地区計画（決定済） 

機構住宅団地再生事業（事業中） 

優良建築物等整備事業 

市街地再開発事業 

都市防災不燃化促進事業（事業中） 

不燃化推進特定整備地区 

赤羽西地区 十条北地区 30 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

沿道地区計画 

都市防災不燃化促進事業（完了） 

沿道整備事業（事業中） 

赤羽東地区 

赤羽西地区 

王子東地区 

王子西地区 

環状７号線沿道地区 14 

沿道整備事業（事業中） 

都市防災不燃化促進事業（完了） 

防災生活圏促進事業（完了） 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（完了） 

木造住宅密集地域整備事業（完了） 

沿道地区計画（決定済） 

防災街区整備地区計画（決定済） 

王子東地区 豊島地区 12 
住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（完了） 

再開発等促進区を定める地区計画（決定済） 
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地域区分 
特定促進地区 

の名称 

面積 

（ha） 
主な計画・整備手法 

王子東地区 豊島五・六丁目地区 3 

再開発等促進区を定める地区計画（決定済） 

住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（完了） 

土地区画整理事業（完了） 

王子東地区 王子三丁目地区 1 公営住宅建替事業（事業中） 

王子東地区 豊島三丁目地区 1 公営住宅建替事業（事業中） 

王子東地区 豊島四丁目地区 3 再開発等促進区を定める地区計画（決定済） 

王子東地区 補助 88号線沿道地区 7 都市防災不燃化促進事業（完了） 

王子西地区 上十条三・四丁目地区 21 

沿道整備事業（事業中） 

都市防災不燃化促進事業（完了） 

防災生活圏促進事業（完了） 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（完了） 

木造住宅密集地域整備事業（完了） 

沿道地区計画（決定済） 

防災街区整備地区計画（決定済） 

防災生活道路整備・不燃化促進事業 

王子西地区 十条駅西口地区 27 

市街地再開発事業 

防災生活圏促進事業（完了） 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

地区計画（決定済） 

都市防災不燃化促進事業（事業中） 

沿道整備事業（事業中） 

不燃化推進特定整備地区 

王子西地区 

上十条一丁目、中十条

一・二・三丁目、岸町

二丁目地区 

52 

沿道整備事業（事業中） 

都市防災不燃化促進事業（事業中） 

防災生活圏促進事業（完了） 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

沿道地区計画（決定済） 

地区計画（一部決定済） 

不燃化推進特定整備地区 

王子西地区 王子本町三丁目地区 4 公営住宅建替事業（事業中） 

滝野川東地区 上中里地区 6 都市防災不燃化促進事業 

滝野川西地区 西ヶ原地区 31 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中） 

木造住宅密集地域整備事業（事業中） 

都市防災不燃化促進事業（事業中） 

機構居住環境整備事業（完了） 

地区計画（決定済） 

不燃化推進特定整備地区 

滝野川西地区 田端地区 8 

土地区画整理事業（事業中） 

住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（完了） 

地区計画（決定済） 

公社住宅建替事業（事業中）   
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（参考）拠点の将来像 

 

東京都が策定した「都市づくりのグランドデザイン」では、目指すべき新しい都市像の

実現にあたって、個別の拠点や地域について将来像を示しています。 

将来像を示している地域は、東京都全体で大きく４つに分けられており、北区は、環状

7 号線内側の「中枢広域拠点域」と、環状７号線外側の「新都市生活創造域」にまたがっ

て立地しています。 

北区における個別の拠点の将来像として、「中枢広域拠点域」のうち、中心部【D】と

して、「田端・駒込」、北部【Ｇ】として「王子」「東十条・十条」「板橋」が位置づけられ

ています。また、「新都市生活創造域」のうち、北西部・西部【Ｂ】として「赤羽」、「浮

間」が位置づけられています。 

また、木造住宅密集地域の将来像として「特定整備路線や防災生活道路の整備、建物の

不燃化・耐震化や共同化、無電柱化などが進み、燃えない・倒れない安全な市街地が形成

されるとともに、良好な住環境と地域コミュニティが形成されています。」と示しています。  
■各拠点の将来像（都市づくりのグランドデザイン 平成２９年９月） 

地域 拠点 拠点の将来像 

中枢広域 

拠点域 

中心部

【D】 

田端・ 

駒込 

個性的な飲食・物販店等の商業施設や文化・交流施設などが集

積し、道路整備や住宅の更新により防災性が向上するとともに、

ソメイヨシノ発祥の地など歴史や文化が感じられる拠点が形成

されています。 

旧古河庭園や六義園が文化財として保全されるだけでなく、ユ

ニークベニューとしての活用や、周辺の庭園、公園、文化財との

連携など、教育・交流の場や周辺のまちと調和した貴重な空間と

なっています。 

北部

【Ｇ】 

王子 

 国有地の土地利用転換を契機に、新区庁舎の建設や駅周辺の土

地の高度利用と機能集積、交通結節機能の強化などが進み、飛鳥

山公園や石神井川の水や緑と調和した、にぎわいのある拠点が形

成されています。 

十条・ 

東十条 

商店街を中心とした地域の活性化が進み、居住や福祉などの生

活に必要な機能が集積し、にぎわいや交流の生まれる拠点が形成

されています。 

道路整備や駅周辺のまちづくり、木造住宅密集地域の解消、

十条駅付近の鉄道の立体化などが進み、利便性の高い安全な市

街地が形成されています。 

板橋 

駅周辺の土地の高度利用や都市基盤の整備により、商業、居住、

文化などの機能が集積するとともに、近接する駅との回遊性を生

かし、にぎわいや交流が生まれる拠点が形成されています。 

新都市生

活創造域 

北西部 

・ 

西部

【Ｂ】 

赤羽 

 交通結節性を生かし、商業、教育、文化機能等の集積によ

り、利便性の高いにぎわいのある拠点が形成されています。都

営住宅等の大規模団地の更新が進み、生活利便機能の整った良

好な住環境が形成されています。 

浮間 

 産業の集積と、緑豊かな環境や良好な交通アクセスを生かし、

新たな都市型産業の育成が進むなど、地域の特性を生かし、産業

と住宅が調和した活力のある地域が形成されています。 
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第６章  
計画の実現に向けて 
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１. 新たな社会動向への対応 

近年、技術の革新や社会の成熟に伴い、これまでに述べた枠組みに捉われない、新

たな社会の動きやニーズに伴う課題が生じることが想定されます。 

 

例えば、住宅分野においては、情報技術の進展による、住宅の IoT（Internet of 

Things：モノのインターネット）化や、高度なエネルギー管理システムを伴う次世代

住宅の活用が期待されています。また、会社と自宅を融合させた「SOHO(スモールオ

フィス・ホームオフィス)住宅」、複数の住民が生活を共にし、コミュニティを形成する

「シェアハウス」など、住まい方も多様化しており、観光客などを空き家などの住宅

に宿泊させる「民泊」も今後増加する可能性があります。 

また、増加する共同住宅に対しても、住環境への配慮や適切な維持管理などがより

求められています。 

 

住環境・地域づくりの手法としては、民間、市民による管理運営を中心に据えたま

ちづくりである「エリアマネジメント」が注目されています。また、近年地震や水害

などの災害が増加していることから、これまで以上に災害に備えた安全・安心な地域

づくりが求められています。 

 

住宅分野における地球環境への配慮や外国人との多文化共生、障害者・高齢者等へ

の対応における福祉との連携など、重要な取組みを継続するとともに、新たな住まい

方、新たな住まいづくりを見据えながら計画を推進していきます。 
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２. 成果指標 

基本理念「誰もが、安心して、いきいきと暮らし続けられる、ゆたかな住生活の実現」

に向けて、総合的な計画の進捗状況を計る目安として、継続して把握が可能な統計的数値

等を成果指標として設定します。 

また、指標の設定や目標の数値化が難しい項目について、定性的な指標を設定します。 

 

（１）計画における数値目標 

成果指標 現状 目標 資料 

住宅の耐震化率 
79.5％ 

(2015) 
概ね解消 

東京都北区耐震改修促進

計画（H29.3改定） 

25 年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立

金額を設定している分譲マンション管理組合

の割合                   

73.0％ 

(2018) 
80.0％ 分譲マンション実態調査 

子育て世帯（18歳未満が含まれる世帯）にお

ける誘導居住面積水準達成率 

29.6％ 

(2018) 
50.0％ 住宅・土地統計調査 

高齢者の居住する住宅の一定の 

バリアフリー化率      

47.8％ 

(2013) 
60.0% 住宅・土地統計調査 

最低居住面積水準未満率 
13.7％ 

(2018) 
9.0% 住宅・土地統計調査 

定住意志 

（「ずっと住み続けたい」+「当分は住み続けた

い」の割合） 

81.0％ 

(2018) 
⤴（向上） 北区民意識・意向調査 

住宅の満足度 

（「満足」+「やや満足」の割合） 

62.6% 

(2018) 
⤴（向上） 北区民意識・意向調査 

 

（２）計画の進捗を把握するための主な指標 

指標 現状 目標 所管等 

分譲マンション管理の実態把握と 

新たな支援策 
検討中 推進 住宅課 

住宅確保要配慮者の実態把握と 

新たな支援策 
検討中 推進 北区居住支援協議会 

空家等の実態把握と適切な対応 検討中 実施 住宅課、建築課 
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３. 計画の推進 

（１）計画の進行管理 

本計画で掲げた基本目標を実現するためには、計画の進行状況を把握・評価し、適切に

見直しを行っていくことが必要です。 

そのため、進行状況の確認に加えて、成果指標等の数値検証を行い、進行の管理を実施

します。 

 

（２）連携体制 

計画を実現するためには、区民、関係団体、事業者、行政等が協働して各々の役割を果

たしていくことが重要であることから、より良い住宅・住環境づくりのための連携を進め

ていきます。  
① 区民・関係団体との連携 

区民が北区に住むことに誇りを持ち、地域の中での暮らしを通じて自らのまちの魅

力を発信していくことで、住みたいまちとして選ばれる北区につながります。様々な

まちづくり活動が、区民や町会、コミュニティ、NPO等によって取組まれていること

から、地域における区民等の主体的な取組みを促すとともに、区民等との連携を強化

し、より良い住宅・住環境づくりを進めます。 

 

② 事業者との連携 

住宅業界の事業者は、住宅供給等の中心的な役割を担い、区民の住まいの質の向上

に大きな影響力を有しています。 

住宅づくりを担う地域の工務店や、土地・建物の賃貸や売買にかかわる地域の住宅・

不動産関連事業者等との連携を強化し、住まいに関する様々な問題の解決を進めてい

きます。 

 

 ③ 庁内の関連部局との連携 

多様な居住ニーズに対応する住宅施策を推進するため、関連分野との連携や協力が

重要です。 

このため、全庁的な取り組みを進めるとともに、福祉・まちづくり関連部局と定期

的な施策の推進・調整のための場を設置するなど、連携の強化を図ります。 

 

④ 関係機関との連携 

北区における住宅・住環境の課題に適切に対応していくためには、広域的な民間市

場への対応や制度的な対応が必要となるため、国や東京都と連携した取組みを推進す

るとともに、国や東京都に対して、住宅関連法制度の整備や施策の拡充等について提

案・要望を行っていきます。また、区内で多くの住宅を供給する都市再生機構や東京

都住宅供給公社とも連携し、区民の多様なニーズに対応していきます。 
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（３）情報の発信 

区民や関係団体、事業者等の連携・協力のもと住宅施策を推進していくためには、

住まい・住環境や住宅施策に関する情報が得られやすい環境が求められます。住宅施

策の効果的な展開に向けて必要となる情報の収集・把握を今後も進めるとともに、区

民や関係団体、事業者等に対する積極的な情報提供に努めます。 

 

 

   

区民 

区 事業者 

関係団体等 

・住まいや地域への関心、 

知識、意識の向上 

・住宅や住環境の適切な管理 

・地域コミュニティへの参加 

・住まいに関する情報発信 

・多様な主体の 

連携体制づくり 

・住宅政策の効果的かつ 

効果的な展開 

・良質な住宅の供給 

・住宅政策への協力 

・区民の意向や要望に配慮 

した事業実施 

 

■各主体の役割イメージ 
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